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板倉町告示第７６号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条及び第１０２条の規定により、平成２２年第４回板倉

町議会定例会を次のとおり招集する。

平成２２年１２月３日

板倉町長 栗 原 実

１．日 時 平成２２年１２月８日

２．場 所 板倉町役場議場
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〇応招議員（１４名）

１番 川 野 辺 達 也 君 ２番 延 山 宗 一 君
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１３番 川 田 安 司 君 １４番 塩 田 俊 一 君

〇不応招議員（なし）
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開 会 （午前 ９時００分）

〇開会の宣告

おはようございます。〇議長（塩田俊一君）

ただいまから告示第76号をもって招集されました平成22年第４回板倉町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

〇町長あいさつ

日程に入るに先立ち、町長よりあいさつしたい旨申し出がありますので、これを許〇議長（塩田俊一君）

します。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

おはようございます。けさなどはぐんと冷え込んだようでございまして、いよいよ〇町長（栗原 実君）

冬と、そういった感じのこのごろとなったところでございます。本日は、平成22年第４回町定例議会を招集

いたしましたところ、議員各位にはお元気にて、年末の多忙な中ご出席を賜りまして、まことにありがとう

ございます。

私ごとですが、さきの11月17日を過ぎまして、就任丸２年を経過いたしました。時の経過の早さを肌で感

じながら、任期後半戦を迎えるに当たり、この間議員各位からさまざまなご指導あるいはご協力をいただき

ながらの連続であったなという感もございまして、ここで感謝を申し上げながら、今後もよろしくお願いを

申し上げたいと思っております。

さて、ご承知のように、管政権、高かった支持率もわずか３カ月で20％台まで下がってしまいました。沖

縄問題を初めといたしましたさまざまなマニフェストの不実行あるいは政治と金、あるいは信頼感なき経済

政策、そして最近の外交と安保、安全保障の問題等々、ほかに政策に対する党内の不一致等々、挙げれば切

りがないほどマイナスの要因があるわけでございますが、それらの特に解決への不熱心さが国民の目には、

期待から疑念あるいは不安、落胆、そして不信、そして不支持と、そういう流れを起こしているのかなと我

々の目には映らざるを得ない状況でございます。いかにも自信のない、頼りない首相に、昨今テレビを通し

て見えてしまうのは、私だけではないと思っております。このままではだんだん追い込まれて、さきの参議

院に続いて、今度は勝ち目のない解散に追い込まれてしまうのではと。１年前のせっかくの政権交代が、そ

してあの国民の期待が、このままではもったいないという感じでいっぱいであります。民主党の若手の台頭

を期待したいところでありますし、また自民党を筆頭とした野党の現状打破に対する方向性を、しっかりと

した方向性を示した信頼性の高い政策論議に期待をしたいと思っております。

話は変わりますが、猛暑の夏でございました。産業に、社会環境に大きな影響を与えなければよいがと常

々思ってまいったところでございましたが、ご承知のように米につきましては、上等級皆無、大半が低位等

級という品質の低下による不作が、我が町も含め北関東平野部の米栽培農家に、史上始まって以来の大打撃

を与えたことは既にご承知であります。米農家の大幅な減収、収入減と。収量についてはそうでもないので

すが、収入については大幅に減少という品質の初めての問題に当たり、特にいわゆる経費の支払い時期に当

たる今年末に向かい、その対策へと農協、共済、県、そして市町村と、当該するそれぞれの部署として対応
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に現在全力を挙げておるところでございます。できるだけ早く近隣と足並みをそろえながら、救済策が対処

できるよう、また本議会にも補正予算の予算案が上程をしてございますので、そういった段取りも含め、慎

重に対応している所存でございます。

また一方、皮肉なことにといいますか、つい先だって三国コカ・コーラさん、当町と防災協定を結んでお

、 、 、 、 、 、りますが この８月 ９月期 飲料メーカーさんですからですが 史上空前の売り上げ 好況ということで

その利益還元の一応名目のもと、当町に300本の、いわゆる大きい２リットル瓶で300本の無償提供の申し出

もございまして、ありがたく受け取ったところでございます。等々、いろいろ産業として運、不運あるわけ

でございますが、当町としては米を除いては、主立った被害は確認はされなかったという旨の流れの中で、

収穫の秋をここで終えたわけでございますが、この間、コスモス祭りあるいは町民体育祭、福祉祭り、商工

祭、文化祭等々、祭りシーズンを町民の皆様のご協力で、成功と言っていいかどうかは別として、終了する

ことができました。

また、その後、先般からは群馬県知事の県政報告会あるいは私自身の町政報告会、そしてその次の週は行

政対話集会、そして先週というか今週というか、板倉町の事業仕分けと。この11月期に当たっては、次年度

予算編成に向けた本年度の住民意見収集的事業が続いておりました。２日間、４テーマ設定にて行われた行

政対話集会においては、前年度の反省から若年層あるいは婦人層、そして興味のある方は全日程でも参加を

いただこう、あるいは興味の薄い方でも１つぐらいの部門へ参加いただけるかどうかとか、前年度の反省に

立ち、いろいろ熟慮を重ねた結果の実施でございましたが、現実として思いのほか参加者は少なく、人集め

的な事業の難しさを痛切に感じましたとともに、政治的な意味での不満、不平、そういった町民の声が多数

あると私どもは受けているわけでありますが、こういった正式な話し合いの場に参加をいただけないもどか

しさは痛切に、非常に感じたところでございまして、２年間続けてこういった状況をお世話になったわけで

ございますので、次年度については白紙の状況で、どういう形で臨めるかということをまた反省をしながら

考えてまいりたいというふうに思っております。

また、事業仕分けにつきましては、構想日本に委託をし、数百万円の経費を計上すれば、難なく、難しく

なくできるわけでありますが、町としてオリジナリティー、独自性を確保しながら、最低のコストでという

私の構想からのスタートでありましたので、内容が幾分か未熟であるとか、あるいは問題点が多いことも指

摘をいただき、それも承知の上での実践でもございました。大義は、第三者の批判に、いわゆる白紙の状態

でさらすということと、それを踏まえて執行サイド、我々のサイドの町民目線、そして費用対効果を最優先

をするという、その考え方の定着化でありまして、仕分け人の方々には手順等、いろいろと不満を持って臨

まれた方もあったようでございますが、いずれにしても仕分けそのものの作業につきましては、進行役、ま

とめ役の先生の適切なご判断のもと、各公募仕分け人のルールにのっとった積極的な意見の交換により、活

発な議論が行われたということは、最初から最後まで、私自身確認をさせていただいておりまして、事前、

私自身の予想を超えて、プロ集団に委託せずとも十分にその成果は見られたと考えておりまして、結果につ

きましては慎重に受けとめ、真剣に対応をしたいというふうに思っております。

また、さきに行った合併に対するアンケートの結果と今後の展開につきましては、何人かの議員さんのあ

、 、 、した あさっての一般質問にも入っているようでございますので その場での答弁とさせていただきますが

出た結果につきましては、私の考え方とほぼ一致をしておりますので、その方向性に向け、いろいろな機会
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を通し、議論を深めてまいりたいと思っております。今回の議会、一般質問も久しぶりに８名の議員さんと

いうことで、８時間にわたる精いっぱいの議論をさせていただく予定でございますが、まさに来春の統一地

方選に向けての議員さんの意気込みとも感じられるところでもございまして、その前にまずは本日の当方提

案の議案第66号から議案第75号まで、でき得ればご承認をいただきますようよろしくお願いを申し上げまし

て、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。

〇諸般の報告

それでは、諸般の報告をいたします。〇議長（塩田俊一君）

まず、地方自治法第121条の議事説明員は、出席通知のありました者の職氏名をお手元に配付しておきま

したから、ご了承願います。

次に、監査委員から例月監査の監査結果の報告がありましたので、写しをお手元に配付しておきましたか

ら、ご了承願います。

次に、板倉町農業委員会会長から建議書が提出されておりますので、お手元に配付いたしておきましたか

ら、ご了承願います。

次に、今定例会に提出されました町長からの議案は10件であります。また、議会関係の選挙１件がありま

す。請願・陳情については、お手元の文書表のとおり陳情２件が提出されております。

以上で諸般の報告を終わります。

これより日程に従い、議事を進めます。

〇会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。〇議長（塩田俊一君）

会議録署名議員に

１３番 川 田 安 司 君

１番 川野辺 達 也 君

を指名いたします。

〇会期の決定

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。〇議長（塩田俊一君）

今定例会の会期については、12月２日に議会運営委員会を開催し、今定例会の議会運営について協議して

おりますので、委員長より報告を願います。

委員長、荻野美友君。

［議会運営委員長（荻野美友君）登壇］

おはようございます。それでは、本定例会の会期及び議事日程について〇議会運営委員長（荻野美友君）

ご報告申し上げます。

本件については、12月２日に議会運営委員会を開催し、協議した結果、会期については本日８日から16日

までの９日間ということでございます。
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会期の日程ですが、本会議初日の本日は、東毛広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙を行います。続

いて、議案第66号から議案第75号について、提案者から各議案説明の後、各議案ごとに審議決定をいたしま

す。次に、陳情第５号ないし陳情第６号を所管の委員会に付託いたします。

第２日目の９日及び３日目の10日は一般質問を行います。

11日と12日を休会といたします。

第６日目の13日は、産業建設生活常任委員会を開催して、付託された案件の審査及び所管の事務調査を行

います。

第７日目の14日は、総務文教福祉常任委員会を開催して、付託された案件の審査及び所管の事務調査を行

います。

翌８日目の15日を休会とし、第９日目、最終日の16日には、付託された案件について所管の委員長報告の

後、審議決定をいたします。さらに、閉会中の継続調査及び審査について決定し、全日程を終了したいと思

います。

以上で報告を終わります。

お諮りいたします。〇議長（塩田俊一君）

今定例会の会期について、ただいまの委員長報告のとおり決定するにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と言う人あり］「

異議なしと認め、今定例会の会期は委員長報告のとおり、本日から16日までの９日〇議長（塩田俊一君）

間と決定いたしました。

〇東毛広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙

日程第３、東毛広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙を行います。〇議長（塩田俊一君）

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選にしたい

と思います。ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と言う人あり］「

異議なしと認めます。〇議長（塩田俊一君）

よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。

指名の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが、異議ありませんか。

［ 異議なし」と言う人あり］「

異議なしと認めます。〇議長（塩田俊一君）

よって、議長において指名することに決定しました。

東毛広域市町村圏振興整備組合議会議員に、私、塩田俊一を指名いたします。

お諮りいたします。塩田俊一を当選人と定めることに異議ありませんか。

［ 異議なし」と言う人あり］「

異議なしと認めます。〇議長（塩田俊一君）

よって、塩田俊一が東毛広域市町村圏振興整備組合議会議員に当選しました。



- 9 -

〇議案第６６号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第４、議案第66号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とし、町長より〇議長（塩田俊一君）

提案理由の説明を求めます。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

議案第66号の提案理由を申し上げます。〇町長（栗原 実君）

本案は、人権擁護委員候補者の推薦でございます。人権擁護委員は、法務大臣が委嘱するものでございま

すが、委員の推薦につきましては、議会の意見を聞いて推薦するものとなっております。

今回の推薦につきましては、現在男性３名、女性１名の人権擁護委員により活動をいただいておるところ

でございますが、男女共同参画社会の実現及び女性の人権問題への充実を図るため、新たに１名の女性人権

擁護委員を増員をするものでございます。

横塚智子さん、生年月日、昭和23年７月10日、住所、籾谷2174番地の５を推薦をいたしたく、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。横塚さんは、人格識見が高く、人権

思想の普及及び人権啓発活動等にその持てる力を遺憾なく発揮をしていただけるものと確信をいたしており

ます。

よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願いを申し上げます。人事案件につき、これ以上の担当課長

も含めた説明はございません。よろしくご審議をいただきます。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

本案については、質疑、討論を省略し、採決するにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と言う人あり］「

異議なしと認めます。〇議長（塩田俊一君）

これより議案第66号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。

［挙手全員］

挙手全員であります。〇議長（塩田俊一君）

よって、議案第66号は同意することに決定いたしました。

〇議案第６７号 板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について

日程第５、議案第67号 板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正〇議長（塩田俊一君）

についてを議題とし、町長より提案理由の説明を求めます。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

続いて、議案第67号 板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正に〇町長（栗原 実君）

ついての提案の理由でございます。

本案につきましては、平成20年の人事院勧告に基づく条例の一部改正であります。民間企業における平成

16年から平成20年までの５年間における平均勤務時間が、公務員と比較して１日当たり15分程度、１週間当
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たり１時間15分程度と短い水準で安定していることを受け、県内では既に当町を除くすべての市町村が改正

済みであることから、本町におきましてもこれに準じた改正を行おうとするものでございます。

なお、詳細については、担当課長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、決定賜りますよ

うお願いを申し上げます。

小野田総務課長。〇議長（塩田俊一君）

［総務課長（小野田吉一君）登壇］

それでは、議案第67号 板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一〇総務課長（小野田吉一君）

部改正についてご説明させていただきます。

今回の条例改正につきましては、ただいま町長の提案理由にありましたように、平成20年の人事院勧告に

基づくものでございまして、民間企業と公務員の労働時間の均衡を図るための改正でございます。要約しま

すと １日の勤務時間 ８時間であったものを７時間45分に １週間の勤務時間 40時間であったものを38時、 、 、 、

間45分とするものでございまして、関係する３条例を一括して改正するものでございます。

まず、第１条では、板倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございまして、第２条で一

般職員の１週間における勤務時間を「40時間」から「38時間45分」に改正し、再任用短時間勤務職員の勤務

時間についても一般職員に準じた改正を行い、任期つき短時間勤務職員に関する１週間当たりの勤務時間を

31時間までとする規定を追加するものでございます。

第３条では、一般職員の月曜日から金曜日までにおける１日当たりの勤務時間について 「８時間」から、

「７時間45分」に改正するものでございます。

第６条につきましては、休憩時間を与える１日当たりの勤務時間を６時間を超え、７時間45分以下とする

ものでございまして、第４条、第12条及び第18条につきましては、第２条の改正により追加する任期つき短

時間勤務職員の規定をそれぞれ加えるものでございます。

第２条では、板倉町職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、第５条の２の改正につきまして

は、第１条関係で１週間当たりの勤務時間を改正した再任用短時間勤務職員に関する規定を追加するもので

ございまして、第14条につきましては、再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当の支給割合が100分の100に

、 。より支給される勤務時間を 一般職員の勤務時間と同様に７時間45分に達するまでとするものでございます

第３条関係につきましては、職員の育児休暇に関する条例の改正でございまして、第11条の改正につきま

しては、育児短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間について、一般職員に準じた改正をするものでござ

いまして、第16条については育児短時間勤務職員、第19条については短時間勤務職員における板倉町職員の

給与に関する条例における読みかえ規定の改正をするものでございます。

なお、施行日につきましては、平成23年４月１日とするものでございます。

以上、議案第67号の説明とさせていただきますけれども、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

石山徳司君。

５番の石山です。参考といいますか、後学のためにちょっとお尋ねします。〇５番（石山徳司君）
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これで労働時間が減ったということで、役場の中で、私に言わせれば、もう目いっぱい皆さん方は、本当

に時間いっぱい作業されているという、そういう前提の中でお尋ねなのですけれども、仮に若干減ったとい

う、時間を減らしたということは、仕事量が若干滞るという計算上の仕組みになると思うのです。そのとき

、 、 、に職員を増やしていくのか それとも残業で賄っていくのか その辺のお答えをいただきたいということと

その結果について労働時間の短縮をしたという結果で、これは法律で決まっているということだからしよう

がないのだけれども、残業手当というのが若干割り増しかなとは頭で認識してしまうのですけれども、どの

程度の、変な話ですけれども、町全体で出費の増大というのを予想しているか、説明をお願いします。

小野田総務課長。〇議長（塩田俊一君）

［総務課長（小野田吉一君）登壇］

議員協議会で説明させていただきましたように、公務員は、有給、給料をも〇総務課長（小野田吉一君）

らった勤務時間の中に休息時間というのが認められていたのです。３時から３時15分までの15分間。それが

。 、 、平成18年の人事院勧告で廃止されたのです ですから その分本来は休めていたものを休めなくなったので

５時半まで勤務時間を延ばしたのです。８時間勤務ということで。今回は、それが民間との差で15分間縮め

ていいよと、勤務時間を。ですので、今議員さんおっしゃったように、これまで同様の業務を職員がやって

いきますと、残業手当が増えるということになるわけです。それに応じた、では採用していくかということ

は考えてございません。向こう10年の採用計画をお示しさせていただきましたけれども、それに準じて、な

おかつそれよりも逆に職員を減らしていくような傾向で、今採用していますので、職員を増やすことは考え

ておりません。ただ、若干の残業手当、時間外手当が増えることは予想されます。

いいですか。〇議長（塩田俊一君）

［ はい」と言う人あり］「

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

［ なし」と言う人あり］「

質疑を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

討論を終結します。〇議長（塩田俊一君）

これより議案第67号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。

［挙手全員］

挙手全員であります。〇議長（塩田俊一君）

よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。

〇議案第６８号 板倉町選挙公報の発行に関する条例の制定について

日程第６、議案第68号 板倉町選挙公報の発行に関する条例の制定についてを議題〇議長（塩田俊一君）

とし、町長より提案理由の説明を求めます。

町長、栗原実君。
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［町長（栗原 実君）登壇］

続いて、議案第68号 板倉町選挙公報の発行に関する条例の制定についての提案理〇町長（栗原 実君）

由を申し上げます。

本案につきましては、板倉町議会議員選挙及び板倉町長選挙における選挙公報の発行に関し、公職選挙法

第172条の２の規定に基づき、条例を制定するものであります。

公費負担により選挙公報を発行し、すべての有権者に正確な情報を提供することで、投票総参加及び明る

い選挙の推進を目的とするものでありまして、来年４月24日執行予定の板倉町議会議員選挙から適用するも

のでございます。

なお、詳細につきましては、同じく担当課長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。

小野田総務課長。〇議長（塩田俊一君）

［総務課長（小野田吉一君）登壇］

それでは、議案第68号 板倉町選挙公報の発行に関する条例の制定について〇総務課長（小野田吉一君）

ご説明させていただきます。

ただいま町長が提案理由で申しましたとおり、公職選挙法第172条の２の規定に基づきまして、板倉町議

会議員選挙及び板倉町長選挙における選挙公報を発行する条例の制定でございます。町政選挙につきまして

は、選挙運動期間が５日間という非常に短い期間でございまして、だれが、立候補者がどのような政策を訴

えているのかわからないといった町民の意見もございまして、公費負担により選挙公報を発行することで、

すべての有権者に正確な情報を提供し、選挙への関心を高めていただき、多くの有権者に投票していただく

ということを目的としております。

条例の内容でございますけれども、第１条では、公職選挙法に基づき、町議会議員と町長選挙に限り発行

するものと規定しておりまして、第２条では、発行の掲載内容と選挙ごとに１回の発行回数を規定しており

ます。

第３条では、掲載を希望する立候補者は、選挙の告示の日に選挙管理委員会へ申請するものとし、掲載文

等については責任あるものとするといった規定でございます。

第４条につきましては、申請のあった掲載文を原文のままを掲載するものとし、選挙公報の掲載順は、委

員会がくじによって決定するといった規定でございます。

第５条では、選挙公報の配布は、有権者の属するすべての世帯へ選挙期日の前日までに配布するものと規

定しております。

第６条では、無投票となった場合には、発行を中止できるといった規定でございます。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、来年４月24日執行予定の板倉町議会議員選挙から

適用するものでございます。

以上で説明とさせていただきますけれども、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。
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秋山豊子さん。

10番、秋山です。これ前に委員会のときにお話があったのですけれども、玉村町〇10番（秋山豊子さん）

と大泉町がこういう公報を発行しているというお話がありました。そのときの両町が選挙公報を出すに至っ

た経緯を伺いたいと思います。

小野田総務課長。〇議長（塩田俊一君）

［総務課長（小野田吉一君）登壇］

恐らく、玉村町と大泉町に直接電話をして聞いたわけではございません。た〇総務課長（小野田吉一君）

だ、大泉町には指導を受けに担当が行って、その辺の事情は聞いていますけれども、やはり住民が都市化し

ているということだと思います。玉村町も人口が急増した町でございますし、大泉町は外国人も含めて人口

増ということもあったということで、板倉町は今回板倉ニュータウンにお住まいの方々がやはり板倉町の議

会議員選挙において、19年の議会議員選挙において候補者の名前、顔、それから政策といったことがなかな

かちょっとわかりづらいということが地区別懇談会でも意見が出ましたし、ニュータウンの区長さんからも

意見が出たということで、今回選挙管理委員会にお諮りをして、条例の制定へと進んできた経緯がございま

す。

秋山豊子さん。〇議長（塩田俊一君）

これが電話で伺って、玉村町さんには担当の方が行って聞いてきたということな〇10番（秋山豊子さん）

のですが、玉村町と大泉町さんが、どちらが先にこれを実行したのかな。どちらかがそれを参考にして発行

に至ったのか、そういったことが１つと、あとそのときの両町の議員の賛否の状況、そういうのがおわかり

ですか。

小野田総務課長。〇議長（塩田俊一君）

［総務課長（小野田吉一君）登壇］

議員の賛否の状況まではちょっと存じ上げておりません。〇総務課長（小野田吉一君）

秋山豊子さん。〇議長（塩田俊一君）

なぜかといいますと、やはり本町におきましても、議会でこれが出ました。その〇10番（秋山豊子さん）

ときに、議員もいろいろな意見が出ましたのですよね。そういったときに、事例がある程度詳細にわかって

いれば、参考になるわけですけれども、決めるのは本人一人一人の意思でありますけれども、そういった必

ずあったと思うのです。両町においても、どうですかと言われたときに、全員がはい、はいと手を挙げたわ

けではないと思うのです。そういった状況、またどういう思いがあったかというのが少しでもわかれば参考

。 、 、 、になると思うのです 私もこのことについては 本当にいいことだなと思いながらも 本町におきましても

このお話があったときに、荻野議員のほうから、これを誇大広告ではありませんけれども、これは自分のマ

ニフェストと同じですので、それをすることに対しては悪いことではないのですけれども、そういった議員

一人一人にもいろんな思いがあると思うのです。だから、そういうのを総括したときに、両町の議員の賛否

とか、または思い、そういうのが話し合われた、そういった中身がわかれば少し参考になるかなという思い

で、今お話をしております。

町長、栗原実君。〇議長（塩田俊一君）

［町長（栗原 実君）登壇］
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秋山先生の議論は私は本末転倒していると思っています。これは議員お一人お一人〇町長（栗原 実君）

のみずからの、いわゆる例えば賛否に対する意識の問題でありまして、それはみずから例えばそういう先進

地をご承知であれば、もちろん行政も参考に、あるいは参考にとか提案する側として、そういった先進町と

いうか、そういうたまたま今名前が出ましたが、２町ですね、聞くことはやぶさかではありませんが、議員

さん自身が自分のこととして考える重要な問題ですから、関心があれば議員さんは、町に頼らずとも、みず

からの問題ですから、そのための、それが議員活動だとも思っておりますが、そういった点で、なぜ町だけ

を頼りになさるのですかという感じもいたします。

小野田総務課長。〇議長（塩田俊一君）

［総務課長（小野田吉一君）登壇］

実際に、よその町がどうのこうのということよりも、板倉の町民から、そう〇総務課長（小野田吉一君）

いった選挙公報の発行はどうなのだという声をいただいたわけです。それで、では発行しているところはど

ことどこがあるのだということが後づけなのです。ですから、まず板倉で出たということから始まったこと

で、もちろん国政選挙、それから群馬県知事の選挙は、もう発行されて全世帯へ配られているわけです。そ

れを公職選挙法では、市町村については自由ですよということなのです。ですから、逆に板倉は、これを制

定して、前向きに、前向きに制定することは、逆に先進地になるのだと思います。町民にすれば、より議員

さんが、立候補される議員さんが、自分の政策を掲げ、まちづくりに発展する政策を掲げるわけです。当選

すれば、その政策に向けて努力をされることですね。それは町が発展することにつながるわけです。やがて

は住民の福祉にもつながることなので、我々選管の事務局として、これはもうどこよりも先に、逆に言えば

やりたいということで、選挙管理委員会にもお諮りをして、ご決定をいただいた経緯というものを報告させ

ていただきたいと思います。

石山徳司君。〇議長（塩田俊一君）

５番の石山です。私もやること自体についてというより、そのやった結果について〇５番（石山徳司君）

。 、 、 、の危惧の念が私の心の中にはあります というのが 都知事選挙だとか 特に都会に向けた選挙のところは

選挙公報ということで、その本人が何の恥も外聞なく、基準もなく、自分の意見をただ言えるという、それ

でもカットできない、罰則もないと。それが果たして、では選挙民が善悪を判断すれば、何をやってもいい

のかという、そういうところに私は危惧の念を抱きますので、ある面においては、うそと違ったものを、町

の税金を使って町民に知らしめるために、あえてやったということに関して、審査もなければ罰則もなけれ

ば、自由だよというのは、ちょっと時期尚早と私は考えます。

以上です。何か反論がありましたら。

小野田総務課長。〇議長（塩田俊一君）

［総務課長（小野田吉一君）登壇］

立候補される方は、町の議会議員として今後４年間の責任ある掲載文。それ〇総務課長（小野田吉一君）

と今館林の市会議員選挙においても投票率がどんどん、どんどん下がってきているわけです。板倉町も全く

同じです。ですから、そういったことを、投票率を上げる、政治に関心を持っていただくということも、や

はり町民に対しては町側がやっていかなければならないことだと思うのです。ですから、その辺の投票率の

アップ等も、もしかしたら見込めるかもしれませんので、そういったところにつなげていきたいというふう
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に考えていますので、今議員さんが言われた、うそを書いて当選したとしても、その方は４年間町民からず

っと審査を受けていく立場にありますから、次の選挙でどうなるかわかりませんけれども、それくらい町民

が議員さんをきちんと見ていただくということも必要だと思います。

石山徳司君。〇議長（塩田俊一君）

結果的には、そういう理論というのは成り立ちます。でも、普天間にしかり、大き〇５番（石山徳司君）

い話ですよ、やると言ってみたり、やらなかったり、でも政治というのはそれができるのですよ。ある面に

おいては、本当に人格も高潔で知識もあって、人格者だという人が立候補するというのが前提の中の公職選

挙法なのだから、ところが今の時代は、若干だれでも、ただかんましてやりたいから、言いたいから出ると

いう、そういう、私に言わせれば愚か者も出る可能性はある。だから、そういう人たちをチェックする、そ

ういう倫理的な規定もないままに、その制度だけを導入するというのは、弊害のほうを恐れるというのが私

の意見です。

町長、栗原実君。〇議長（塩田俊一君）

［町長（栗原 実君）登壇］

先ほどから申し上げているように、いわゆる町民の皆さんの中で、今まではそれで〇町長（栗原 実君）

済んできたのですけれども、候補者の、例えば顔や考え方もわからないと。それをできるだけわかるように

していただきたい。一つの方法として、大きく言えば衆議院から、いわゆる国会議員からも含め、県知事も

、 、 、 、含め そういった公報もあるし 町でもそれが意思で 町の考え方で発刊できるものですからということで

これはもちろんとりようによっては、石山議員が指摘するようなものもあるかもしれませんが、今の言葉の

裏返しは、どなたでも立候補できるのです。それが憲法で保障されているのです。愚か者だろうが何だろう

が、石山さんの今の言葉をかりればですよ。それを逆に阻害するわけにはいかないわけです。また、公報紙

に書いたことというのは、むしろこれはその候補者に対して責任感が、逆に言えばずっと担保されるわけで

。 、 、 、す だから 例えば言っていることとやっていることが全然違うのではないのかということも含め ４年間

例えば不本意ながら、余りすばらしくない資質の方が出たとすれば、それはそれでまさにその人そのものを

苦しめる格好の材料になるわけでありますので、何ら私は問題はないとただ思っておりますが、決めるのは

議会の皆さん自身でございますから、意思表示をぜひお願いをされればと、していただければと思っており

ます。そんなに問題はないだろうと思っております。住民の福祉、そういう福祉とは、例えば医療関係でだ

けでなく、そういった権利と、あと知る権利あるいは答える権利、あるいは実行する権利、義務、そういっ

、 、 、たものをできるだけ公平に推し進める そういう意味での福祉もあるはずでございますので その立候補者

その者が他人のことは考えずに、自分の思うところを着実に紙面にあらわすということで、他人がどう、ほ

かの候補者が、だれが出すかもわからないうちから、ほかの候補者がどんなことを書くか心配だ、それによ

、 、 、 、 、って自分たちが 自分たちの 例えば当落まで左右されるかもしれない あるいは倫理上とか でもほかの

町会議員を除いては全部認められているのです、ほかの選挙制度では。国政についても県政についても、い

わゆる候補者に対する公報は。それを進めたいということでございます。

青木秀夫君。〇議長（塩田俊一君）

常識的には、そういう心配はないだろうということが前提なのですけれども、ここ〇７番（青木秀夫君）

に書いてある、第３条に書いてありますように、善良な風俗を害すとか品位を損なわない事項は掲載しない
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とかといってもですよ、表現の自由が保障されておって、そういうものを規制するというのは難しいという

のが大前提のもとにあって、こういう、ではチェックをだれがされるのかと。選挙管理委員の方がその場で

それをチェックして、これはちょっとふさわしくないということがあれば、その場でですよ、即断して改善

を求めるとか、あるいは極端なことを言えばこれは掲載できないとか、そういったことができる権限はある

のですか、こういうのは。そういうものを判断するって、これ非常に抽象的な言葉だけれども、そんなこと

はなかなか、今のこの世の中、表現の自由が保障されているなんていう社会の中では、選挙管理委員だろう

が、あるいは役場の担当者だろうが、非常にこれ判断が難しいと思うのだよね。そうすると、さっき心配さ

れているようなことは、普通は起こらないのだけれども、そういうことも想定した場合には、だれがこれを

できるのかと。それで、何の権限に基づいて、選挙管理委員ができるのかというのは、そういうのは何かい

ろいろ国だの県だのはもう既に、市でもやっているわけだね。ほとんどのところでやっているわけですけれ

ども、そういうチェック機関というのか、チェックする人というのはだれが任されているのか。そういうの

は何か聞いていますか。

小野田総務課長。〇議長（塩田俊一君）

［総務課長（小野田吉一君）登壇］

そのチェックをするのは選挙管理委員会ですので、その事務局、我々書記に〇総務課長（小野田吉一君）

なります。その修正等、おかしいところは修正をこちらから、修正をするようにという指導ができるわけで

す。どこも同じようにやっているわけですから、議員さん方が心配しているのは、よっぽどなうそっぱちを

並べてということを心配されているのかもしれませんけれども、それも町民が見て判断することですから、

この人は本当のことを書いているかどうかということも、それも逆に選挙に対して町民が関心を持つことに

つながるのだと思うのです。そう思いますけれども。

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

［ なし」と言う人あり］「

質疑を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

討論を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより議案第68号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。

［挙手少数］

挙手少数でありますので、よって、議案第68号は否決されました。〇議長（塩田俊一君）

ここで暫時休憩いたします。

休 憩 （午前 ９時５２分）

再 開 （午前１０時０４分）

再開いたします。〇議長（塩田俊一君）
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〇議案第６９号 板倉町立児童館の設置及び管理等に関する条例の一部改正について

日程第７、議案第69号 板倉町立児童館の設置及び管理等に関する条例の一部改正〇議長（塩田俊一君）

についてを議題とし、町長より提案理由の説明を求めます。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

続いて、議案第69号 板倉町立児童館の設置及び管理等に関する条例の一部改正に〇町長（栗原 実君）

ついての提案理由を申し上げます。

本案につきましては、平成23年４月１日より児童館を開設するに当たりまして、当該施設を板倉町全域を

対象区域とする児童館として位置づける、そういうことにいたしたく、改正するものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。

永井福祉課長。〇議長（塩田俊一君）

［福祉課長（永井政由君）登壇］

議案第69号 板倉町立児童館の設置及び管理等に関する条例の一部改正につき〇福祉課長（永井政由君）

ましてご説明させていただきます。

まず初めに、第３条の名称、位置及び区域等の見出し中「、位置及び区域等」を「及び位置」に改め、同

条の表以外の部分中「、位置及び事業の主たる対象となる区域」を「及び位置」に改めるものです。

、 、 、 、 、同条の表中の板倉町立南児童館 西児童館 東児童館 ３施設あるわけですが 南児童館につきましては

まだ現存しておりますので、名称を「板倉町南児童館」に名称変更をするものです。

続きまして、板倉町立西児童館につきましては、板倉町児童館、板倉町全域を対象区域とするということ

になりますので 「板倉町児童館」に改めます。、

続きまして、板倉町立東児童館につきましては、東部会館を児童館として位置づけしておりまして、平成

15年に解体されております。そのために東児童館は削除となります。

続きまして、対象区域も板倉町全域を対象区域とするということですので、対象区域も一応削除という形

になります。

次のページですが、児童館運営委員の定数に関する改正でございまして、第９条の第２項中「20人」を

「10人」に改めるというような改正になります。

以上で説明を終了させていただきます。ご審議をよろしくお願いいたします。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

野中嘉之君。

野中です １つ伺いたいのですが この現在の施設については 当時児童福祉法24条〇８番 野中嘉之君（ ） 。 、 、

ただし書きに基づいた児童館ということで、付近に保育所がない場合は、保育所を兼ねることができると、

こういう施設であったわけです。それなりの県の補助金もあって運営されてきたと。一応名目は児童館とい

うことで、児童厚生員を置いて兼ねてきた施設であると思うのです。今度保育所は兼ねないわけですよね。

単独になるわけですね。そういった場合に県の補助金等はどうなるのか、１つ伺いたいと思います。
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それから、南の児童館が保育所を廃止して、そのままということでありますけれども、今後どのように考

えているのか伺いたいと思います。

永井福祉課長。〇議長（塩田俊一君）

［福祉課長（永井政由君）登壇］

ただいまのご質問ですが、補助金を利用しまして建設した建物は、南児童園、〇福祉課長（永井政由君）

。 。それと西児童館と聞いております その２つを一応補助金を利用して建設したということは伺っております

耐用年数ですが、この耐用年数も前は何か40年というような年数で償却、耐用年数ですか、があったらしい

のですけれども、法改正によりまして、38年に短くなったというような年数を県のほうで聞いております。

現在南児童館につきましては、38年を経過中でございまして、西児童館につきましては37年で、耐用年数も

ほぼもう完了しているのかなと、そういう感じでございます。県のほうで西児童館につきましては、児童館

に用途をしたいということで、一応申し上げましたら、後で県の担当のほうが、その施設をちょっと見たい

ということで、現在まだ日程等は決まっておりませんけれども、県の担当がちょっと西児童館、そちらのほ

うをちょっと見たいということで来る予定でございます。

南児童館につきましては、今後の利用等につきましては未定となっておりまして、ほかの老人会とか、ほ

かの団体等がもし活用したいということの申し出があれば、利用をお願いしたいとは思っておりますけれど

も。よろしくお願いいたします。

野中嘉之君。〇議長（塩田俊一君）

施設の建設補助はわかるのですけれども、運営費補助が、児童館として運営される〇８番（野中嘉之君）

場合には県のほうから出されているわけなのですが、今度単独でまた児童館を来年の４月からということで

手続をされた場合には、従来どおり運営費が出る対象の児童館なのかということをさらにお聞きしたいと思

います。

永井福祉課長。〇議長（塩田俊一君）

［福祉課長（永井政由君）登壇］

児童館としての運営費は、町独自で運営する場合には補助はないと聞いており〇福祉課長（永井政由君）

ます。あとの設備等の補助につきましては、子育て創生事業を利用しまして、備品等の購入等はそういう補

助を利用したいと思っております。

いいですか。〇議長（塩田俊一君）

ほかにありませんか。

秋山豊子さん。

10番、秋山です。２ページの第９条第２項中の20人を10人に改めるというところ〇10番（秋山豊子さん）

ですけれども、20人を10人に改めるわけですので、これ絞り込むのでしょうか、それとも新しく10人をお願

いするのでしょうか、その辺いかがでしょう。

永井福祉課長。〇議長（塩田俊一君）

［福祉課長（永井政由君）登壇］

前は20人という人数が明記されておったわけですけれども、実際この児童館運〇福祉課長（永井政由君）

営委員というのは、まだ組織化されていなかったわけです。一応３施設あったときの条例でございまして、
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人数も20人というようなかなり多い数になっておるわけですが、今度１施設を一応児童館として位置づけま

すので、一応人数を半分にしたという形になります。よろしくお願いします。

［ 絞り込むんか、新たに頼むんかと聞いている」と言う人あり］「

この10人につきましては、また新たに児童委員を委嘱する形になります。各市〇福祉課長（永井政由君）

町村の委員さんをちょっと聞いてみた結果、育成会の会長さんとか、あとは青少推の方とか、あとは学校の

校長先生とかが入っている町が多いようでございます。

以上です。

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

［ なし」と言う人あり］「

質疑を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

討論を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより議案第69号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。

［挙手全員］

挙手全員であります。〇議長（塩田俊一君）

よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。

ここで休憩をとりたいと思います。ただいま10時15分でございますので、再開を10時30分とさせていただ

きます。

休 憩 （午前１０時１５分）

再 開 （午前１０時３０分）

再開いたします。〇議長（塩田俊一君）

〇議案第７０号 町有財産の取得について

日程第８、議案第70号 町有財産の取得についてを議題とし、町長より提案理由の〇議長（塩田俊一君）

説明を求めます。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

議案第70号 町有財産の取得についての提案理由を申し上げます。〇町長（栗原 実君）

本案につきましては、板倉町新センター用地を町有財産として取得をしたいので、地方自治法第96条第１

項第８号の規定により議会の議決を求めるものでございます。

場所につきましては、板倉町大字板倉字大新田3427番地の１、面積は４万3,055平方メートル、地目は雑

種地、取得予定価格は５億5,158万1,679円でございます。契約の相手方は、板倉町土地開発公社、取得予定

年度は平成22年度、今年度中でございます。
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よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。この件につきましては、担当課長の説明

はございません。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

青木秀夫君。

この土地開発公社からの土地の取得については、土地開発公社と町とは一体という〇７番（青木秀夫君）

認識で、長い間多くの人からも指摘されて、早く土地開発公社から買い取って、土地開発公社のＪＡの借金

を返して利息を節約しろということの目的で長年の懸案が実現したということで、非常にいいことだと思っ

ております。それで、今度は町が所有ということになるわけですけれども、この土地に関しては、以前から

もいろいろ何か土地改良の非農用地とかということで、縛りがあるということで非常に用途が制限されてい

るということで、以前は売却なんていうことも検討されたのでしょうけれども、結果的にできなかったとい

うことで、今度町が取得するわけですけれども、町でもいろいろ直接、本来なら庁舎の建てかえとか、公民

館とか、何かそういうことも考えられるわけですけれども、最悪の場合、売却するなんていう場合には、相

変わらず土地の用途制限といいますか、縛りは引き続きあるのかどうか、その辺のことを説明いただきたい

と思うのですけれども。

それで、縛りがあるとすれば、用途というのはどういう使用、用途というか、どういうものに限られてい

るのか。相変わらず今までどおりなのか、その辺のことも具体的に内容も説明いただければと思うのですけ

れども。

中里企画財政課長。〇議長（塩田俊一君）

［企画財政課長（中里重義君）登壇］

お答えいたします。〇企画財政課長（中里重義君）

この土地につきましては、議員がおっしゃったとおり板倉川北部土地改良事業の創設非農用地でございま

して、いわゆる異種目換地ということで、農地でない土地、現在の地目は雑種地になっておりますが、そう

いったことで換地がされた土地でございます。都市計画の用途上は、市街化調整区域に当たっておりますの

で、それに伴いまして用途の制限がかかっているということであります。では、何ができるのかと申します

と、開発許可に合致するものでありまして、１つに公共の用に供する施設、先ほど言われましたとおり役場

の庁舎とか、そういったものであれば建設は可能であります。それと、売却ということを想定をする場合に

は、やはり先端技術を保有しているような企業の立地、そういったものについては用途としては可能になり

ますが、非常にその幅は狭く制限をされているということでありますので、非常に先端技術といっても、幅

が狭いものですから、その辺では売却をするについても、非常に買い手が出てくるのが難しいのではないか

というふうに思っております。そんなことでありますので、当面は買い取った後は、しばらく更地のままで

管理せざるを得ないのかなというような見方をいたしております。

以上です。

荻野美友君。〇議長（塩田俊一君）

同じような質問なのですけれども、取得予定価格は５億5,000万何がしとあります〇11番（荻野美友君）

けれども、今土地開発公社がＪＡあるいはその他からお金を借りてやっているのだと思うのですけれども、
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今度町になるわけでございます。今のところ利息等々はどのくらい払っていて、町になればその分がなくな

るのではないかと思います。契約の相手方は土地開発公社となっていますけれども、これは議長が代表にな

っているのですか。

［ 町長」と言う人あり］「

町長が代表で、買うのは町長だけれども、今のあれは、町長から町長へいくのです〇11番（荻野美友君）

か。では、あれですね、そうなった場合、どのくらいの金銭的なメリットがあるかということをちょっとお

聞きしたいと思います。

それから、板倉町新センターというのですけれども、この名称は、もう前々からあれで、何となくそぐわ

、 、 、ないような気もしますけれども やっぱり新センターということであるので いたし方ないというのですか

そんな感もするところでございます。

中里企画財政課長。〇議長（塩田俊一君）

［企画財政課長（中里重義君）登壇］

お答えをいたします。〇企画財政課長（中里重義君）

現在公社が借り入れをしている借入金に伴って発生しております利子につきまして、21年度の金額を申し

上げますと663万6,560円ということでございました。したがいまして、この利息負担が今後なくなると。た

だし、今年度につきましては、買い取りまでの間、まだ借り入れが継続されますので、今年度の利息負担は

残ります。したがいまして、23年度以降の利息負担がなくなるということでございます。

それから、町と土地開発公社の契約でございますが、公社につきましては理事長が町長ということであり

ます。今回の具体的な契約の仕方を申し上げますと、買い受け側は板倉町でありますから、代表者は町長に

なります。売り渡す土地開発公社につきましては、町長は理事長でございますが、同一人が契約するという

ことになりますと、自己契約に当たります。これまでも消防の用地の買い取り等につきましては、たしか当

時の議長が公社の理事長になられておりましたので、理事長に公社を代表する立場で契約をしていただいた

ということでございましたので、今回につきましても優先的には公社の理事長であります議会議長が公社側

を代表する立場として契約をしていただくというようなことで考えております。

それと、名称のことでございますが、なかなかこれ、うまい名称を考えられるものが今のところございま

せんので、ただいまの議員のご質問、ご指摘も踏まえて、今後名称等についても変えるべきかどうかも含め

て少し考えさせていただければというふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上です。

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

［ なし」と言う人あり］「

質疑を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

討論を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより議案第70号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。
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［挙手全員］

挙手全員であります。〇議長（塩田俊一君）

よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。

〇議案第７１号 平成２２年度板倉町一般会計補正予算（第４号）について

日程第９、議案第71号 平成22年度板倉町一般会計補正予算（第４号）についてを〇議長（塩田俊一君）

議題とし、町長より提案理由の説明を求めます。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

続いて、議案第71号の提案理由を申し上げます。平成22年度板倉町一般会計補正予〇町長（栗原 実君）

算（第４号）についてでございます。

本補正予算につきましては、第４回目の補正予算でございまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ９億

1,878万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ61億9,481万5,000円とするものであります。

歳入につきましては、県支出金に4,984万1,000円、それから寄附金に18万円、繰入金に５億4,925万

3,000円 繰越金に３億3,601万2,000円 諸収入に１万4,000円をそれぞれ追加し 国庫支出金1,651万5,000円、 、 、

を減額するものでございます。

歳出につきましては、議会費に３万円、総務費に３億101万8,000円、民生費に4,942万9,000円、衛生費に

48万2,000円、農林水産業費に2,420万5,000円、商工費に99万5,000円、教育費に376万6,000円、諸支出金に

５億5,158万2,000円をそれぞれ追加をし、土木費1,272万2,000円を減額するものでございます。

以上、板倉町一般会計補正予算（第４号）についてご説明申し上げましたが、細部につきましては、それ

ぞれの課長より説明を申し上げますので、よろしくご審議をいただきますようお願いを申し上げます。

中里企画財政課長。〇議長（塩田俊一君）

［企画財政課長（中里重義君）登壇］

それでは、議案第71号 平成22年度板倉町一般会計補正予算（第４号）に〇企画財政課長（中里重義君）

つきましてご説明を申し上げます。

ただいま町長が申し上げましたとおり、今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ９億1,878万5,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億9,481万5,000円とす

るものでございます。

次に、債務負担行為の追加でございますが、こちらにつきましては、第２表によるところでございます。

なお、次のページからの第１表、２ページから４ページにつきましては、町長がただいま提案理由の中で

申し上げましたとおりでありますので、省略をさせていただきまして、５ページの第２表をごらんになって

いただきたいと思います。第２表、債務負担行為の補正でございます。こちらにつきましては、２つばかり

ございます。１つが一般廃棄物収集運搬業務委託料、平成23年度でございますが、2,600万円ちょうど。も

う一つが板倉町資源化センター操業委託料、同じく23年度でございまして、3,150万円でございます。

、 。 、続きまして ８ページまでお進みをいただきたいと思います ８ページからが歳入の細部でございますが

、 。 、まず14款１項１目民生費国庫負担金でございますが 830万円の追加でございます こちらにつきましては
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説明にありますとおり、障害者自立支援給付費の負担金の追加でございます。

次に、２項１目民生費国庫補助金でございますが、2,481万5,000円の減額でございます。内訳を申し上げ

ますと、１節の高齢者福祉費の補助金が2,521万5,000円の減額でございます。次に、２節の障害者福祉費補

助金は40万円の追加、合わせまして2,481万5,000円の減額ということでございますが、この１節の高齢者福

祉費補助金につきましては、この後また県の補助金のところで追加が出てまいりますので、そちらでまたご

説明を申し上げます。

、 。 、 。次に 15款１項１目民生費県負担金でございます こちらにつきましては 800万円の追加でございます

内容は、１節の障害者福祉費の負担金で415万円の追加でございます。それから、３節保険基盤安定負担金

が385万円の追加でございます。こちらにつきましては、後期高齢者医療の関係でございます。

次に、９ページへまいりまして、２項２目の民生費国庫補助金でございますが、3,916万9,000円の追加で

ございます。内訳を申し上げますと、２節高齢者福祉費の補助金が3,165万円でございますが、これが先ほ

ど申し上げました国庫補助金減額にかわるものでございます。次に、３節の障害者福祉費補助金が20万円の

追加、４節児童福祉費補助金につきましては731万9,000円の追加でございますが、こちらにつきましては地

域子育て創生事業の補助金でございまして、補助率は10分の10、100％の補助率でございます。

次に、６目商工費県補助金でございますが、131万5,000円の追加でございます。こちらにつきましては、

、 。消費者行政活性化補助金ということでございまして 消費者生活センターの開設に伴う補助金でございます

次に、７目教育費県費補助金が134万円でございますが、こちらにつきましては放課後子ども教育推進事

業費の補助金でございます。こちらにつきましては、補助金の確定による追加でございまして、補助率は３

分の２でございます。

次に、３項１目総務費県委託金でございますが、１万7,000円の追加でございます。これは統計調査の委

託金の追加でございます。

次に、10ページをお願いいたします。17款１項１目一般寄附金でございますが、12万円の追加でございま

す。こちらにつきましては、説明にありますとおり、ふるさと納税の寄附金の追加でございます。

次に、２目の指定寄附金でございますが、６万円の追加でありまして、やはりこちらにつきましても、ふ

るさと納税あるいは一般寄附の指定の部分での追加でございます。

、 、 。次に 18款１項２目の後期高齢者医療特別会計繰入金でございますが 118万9,000円の追加でございます

これにつきましては、20年度に一般会計から後期高齢者会計へ繰り出しをいたしました繰出金を精算した結

果の返戻でございます。

次に、３目の国民健康保険特別会計繰入金でございますが、966万4,000円の追加でございまして、これに

つきましても、ただいま申し上げましたとおり20年度の精算の結果で、返戻をするものでございます。

次に、２項の基金繰入金でございますが、４目公共施設等整備維持基金の繰入金につきまして1,310万円

の減額でございます。これにつきましては、板倉中学校の浄化槽改修工事の完了に伴います事業費の確定に

よる減額でございます。

次が５目の土地開発基金の繰入金でございますが、５億5,150万円でございます。これにつきましては、

先ほど議決をいただきました新センター用地購入費の財源に充当するものでございます。

次に、19款１項１目の繰越金でございますが、３億3,601万2,000円の追加でございます。こちらにつきま
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、 、 、 、しては 前年度の繰越金の追加でございまして 今回の補正予算の財源 また歳出でご説明申し上げますが

財政調整基金への繰り入れに充当するものでございます。

次に、20款５項３目の雑入でございますが、１万4,000円の追加でございます。これにつきましては、説

明にありますとおり、自動販売機の売り上げ手数料の追加でございます。これにつきましては、売り上げの

12％を納入していただくということでございます。

次に、12ページ、歳出へお進みをいただきたいと思います。歳出につきましては、まず人件費の関係を申

し上げたいと思います。今回の補正予算におきます人件費の補正の主なものでございますが、共済組合の負

担金、それから子ども手当、住居手当、扶養手当、退職手当の負担金等にかかわるものでございまして、一

般会計では175万円、特別会計で83万円が追加されるわけでございます。全体では258万円が追加されるもの

でございますが、内訳的には正職員、それから臨時職員にかかわるものに及んでございます。人件費の補正

については以上のような内容でございますので、以降、人件費にかかわる部分の説明については省略をさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、13ページをごらんになっていただきたいと思います。２款１項でございますが、５目から８目

は省略をさせていただきまして、12目防犯対策費でございますが、45万2,000円の追加でございます。こち

らにつきましては、防犯施設の整備事業ということで、蛍光灯等の取りかえの修繕料の追加でございます。

次に、16目基金費でございますが、３億円の追加でございます。これにつきましては、財政調整基金元金

積立金の追加３億円でございます。これは言うに及ばないと思いますけれども、21年度一般会計の剰余金を

基金に積み立てをするものでございまして、地方財政法第７条第１項の規定によりまして、２分の１を下ら

ない金額を積み立てることという規定がございます。ちなみに実質収支を申し上げますと、５億8,936万

8,000円余という金額でございますので、これをもとに２分の１を下らない額といたしまして３億円を積み

立てるものでございます。

次に、14ページは省略をさせていただきまして、15ページをお願いいたします。４項５目の町議会議員選

挙費17万9,000円の追加でございますが、これにつきましては条例案の否決に伴いまして、次回の補正予算

の中で減額補正をさせていただきたいというふうに思いますので、ご了承いただきたいと思います。

続きまして、16ページをお開きいただきたいと思います。３款１項１目社会福祉総務費240万円の追加で

ございます。これにつきましては、国保会計の繰出金でございますが、内容的には出産育児一時金、それか

ら事務費分の追加でございます。

次が２目高齢者福祉費でございますが、726万5,000円の追加でございます。内訳申し上げますと、19節負

担金、補助及び交付金が643万5,000円でございますが、これにつきましてはグループホーム２カ所のスプリ

ンクラーの整備の交付金でございます。次に、28節の繰出金83万円でございますが、これにつきましては介

護保険特別会計の繰出金ということで、主に人件費の追加でございます。

次が３目の障害者福祉費でございますが、1,964万7,000円の追加でございます。内容的には、説明欄をご

らんになっていただきたいと思いますが、障害児の自立支援事業といたしまして140万円、それから介護給

付の訓練等給付費が1,824万7,000円の追加でございます。

次に、17ページへお進みいただきたいと思いますが、５目の後期高齢者医療費713万3,000円の追加でござ

います。これにつきましては、後期高齢者医療特別会計事務費等繰り出しが200万円、それから後期高齢者
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医療特別会計繰出金が513万3,000円の追加でございます。

、 、 。 、次に ２項１目児童福祉総務費でございますが 297万4,000円の追加でございます 内訳につきましては

次ページ、18ページをごらんになっていただきたいと思います。説明欄にありますとおり、学童保育整備運

営補助事業でございますが、114万9,000円の追加でございますが、これにつきましては21年度の補助金の返

還金でございます。次が地域子育て創生事業、これは歳入のところでも申し上げましたとおり、100％の補

助率の事業でございますが、172万1,000円の追加でございます。内容的には、感染症の対策事業とか子育て

の支援対策事業に充てる予算でございます。

次に、２目の児童措置費でございますが、48万8,000円でございまして、こちらにつきましても21年度の

国庫負担金の返還金の追加でございます。

次に、19ページをお願いいたします。４目の児童福祉施設費でございますが、1,031万3,000円の追加でご

。 、 、 、ざいます これにつきましては 児童館の管理事業ということでございますが 主なものを申し上げますと

児童館遊具改修工事費が415万8,000円、それから児童館改修工事費が430万5,000円というような内容でござ

います。

次に、20ページをお願いいたします。４款１項２目予防費でございますが、41万2,000円の追加でござい

ます。こちらにつきましては、後期高齢者健診事業５万3,000円の追加、それから女性特有のがんの検診推

進事業で35万9,000円の追加でございますが、こちらにつきましても21年度の補助金の返還金の追加という

ことでございます。

次に、21ページでございますが、６款１項３目農業振興費2,416万1,000円の追加でございます。説明欄を

見ていただくとおり、内容的には水稲高温障害特別支援事業、農家への支援といたしまして3,116万1,000円

の追加でございます。それから、転作麦作団地の助成事業では700万円の減額という内容でございます。

次に、22ページをお願いいたします。７款１項３目消費者行政推進費58万5,000円でございますが、これ

につきましては歳入でも申し上げましたとおり、消費生活センター設置にかかわる予算でございます。

、 、 。 。次に 23ページでございますが ８款２項２目の道路維持費でございます 250万円の追加でございます

これにつきましては、道路維持事業の追加ということでございます。

では、24ページへお進みをいただきたいと思います。４項３目下水道費でございますが、1,657万2,000円

の減額でございます。これにつきましては、下水道特別会計での繰越金の追加に伴います繰出金の減額とい

うことでございます。

次に 10款２項１目の学校管理費でございますが 1,089万6,000円の追加でございます 内容的には 25ペ、 、 。 、

ージをごらんになっていただきたいと思いますけれども、小学校の運営で124万6,000円の追加、それから小

学校の施設維持管理で628万5,000円の追加でございますが、これにつきましてはプールの循環浄化装置等の

改修工事費用でございます。それから、小学校エアコン整備事業といたしまして、エアコンの設置工事の設

計業務委託料325万5,000円を追加をいたすものでございます。

次が３項１目学校管理費でございますが、1,208万3,000円の減額でございます。これにつきましては、主

な内容は、26ページをごらんになっていただきたいと思いますけれども、まず１つ目といたしましては、中

学校校舎・給食室浄化槽改修事業で1,330万円の減額でございます。これにつきましては、歳入の基金のと

ころで申し上げましたとおり、工事完了による事業費の確定による減額でございます。それから、次が中学
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校エアコン整備事業といたしまして、やはり設置の工事設計業務委託料を157万5,000円追加をいたすもので

ございます。

次に、27ページをお願いいたします。４項４目青少年教育総務費でございますが、24万1,000円の追加で

ございます。これにつきましても、補助金の過年度返還金の追加でございます。

次に、５目の中央公民館費でございますが、70万2,000円の追加でございます。これにつきましては、修

繕費、配管の修繕に係る予算の追加でございます。

続きまして、28ページをお願いいたします。８目の北部公民館費でございます。18万円の追加でございま

すが、こちらにつきましてもやはり修繕料、浄化槽のブロア等の修繕の予算の追加でございます。

次に、29ページをお願いいたします。５項２目保健体育施設費350万円の追加でございます。これにつき

ましては、板中体育館南面の駐車場等整備工事の設計業務の委託料といたしまして350万円を追加をいたす

ものでございます。

次に、13款１項１目土地取得費でございますが、５億5,158万2,000円の追加でございます。これにつきま

しては、先ほど議決をいただきました新センター用地の取得にかかわる予算の追加でございます。

以上、細部説明いたしましたけれども、慎重審議をしていただきまして、ご承認いただけますようお願い

を申し上げまして、説明を終わりたいと思います。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

小森谷幸雄君。

19ページになりますが、民生費の中の児童福祉施設費でございますが、先般議員〇３番（小森谷幸雄君）

協議会でもお話をさせていただいたわけでございます。当然23年度の４月１日に開館をさせたいという意向

でございますが、そういった中での質問になろうかと思います。まず、この４月１日に補正を組んで施設の

改修をするという、その目的、それとこれは今日数字的な内容でございますけれども、先般の事業仕分けを

傍聴させていただきまして、ある面では施設ありきの話というふうな形で厳しく指摘を受けた事業等もたく

さんございました。そういった中で、箱物が先なのか、需要とか、そういったものが先なのか判断を迫られ

る部分かと思いますけれども、４月１日に開館ということで、ソフトの部分でございますか、先般もある議

員から先生の関係とか職員の関係とか、早目にやっぱり対応をして、１日には板倉独自の児童館のあり方、

そういったものが基本的にはスタートさせられるという状況が生まれて、初めてでは施設を修繕しようかと

いうふうなことになろうかと思います。また、児童館が全町的な立場での利用というふうな形になりますの

で、そういったところの問題点等も当然考慮した上で施設運営がされるべきであろうという考え方もござい

ます。また、他のいろいろ学童関係の健全育成という観点から、児童館そのものの運用になるのか、あわせ

てこの児童館に併設をさせるような形での児童の健全育成ということで、例えば学童クラブとか、いろいろ

な団体がございますが、そういったものもこの会館の中で機能的に運用するのか、その辺が非常に不透明で

あるわけでございます。基本的には、開館が実施されれば、年間で720万ぐらいの予算、人件費等が投入さ

れるという計画になっておるわけですが、基本的に町長も以前の質問に答えまして、いろんな会館を見てき

たけれども、運用によってはさまざまな場面が想定されると。そういった中で、非常に効果のある会館運営

を行っている児童館もあるが、そうでない児童館もあるという部分で、この間の仕分けをいろいろ聞いてい
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た中で、事業目的として会館をつくることが先ではなくて、中身があって初めて、あるいはお子さん方のそ

ういう児童の育成という面から、要望があって、西保育園の跡地を改装して、開館に向けていくと。そのプ

ロセスが、この部分だけですと、非常に逆のような感じがいたすわけでございます。私は、児童館開設につ

いては、当然一般質問でもさせていただいていますので、開館については当然何の問題もないと思うのです

が、開館に向けてのプロセスをもう少しきちんと構築をした上で、４月１日が迎えられるようにぜひご検討

をいただければと、そういう質問でございます。よろしくどうぞ。

永井福祉課長。〇議長（塩田俊一君）

［福祉課長（永井政由君）登壇］

ただいまのご質問ですが、現時点では、まだ児童館に対しての年間を通しての〇福祉課長（永井政由君）

行事等の計画はまだ立っておりませんのが現状です。各近隣の市町村の行事等の内容を把握、現在している

状況です。一番人気のあるような、例えば行事等をピックアップいたしまして、厚生児童員２名、臨時職員

ですが、早目に採用いたしまして、そういう事業の流れ等を一応レクチャーしまして、進めてまいりたいと

思いますが、季節によって、例えばクリスマスとか、あとはハロウィンとかという行事はもちろんですけれ

ども、あとは人気を呼ぶ、子供たちに対しての行事を網羅していきたいと思います。毎月１回は読み聞かせ

というような行事は盛り込んでおります。その読み聞かせなのですけれども、一応子育て創生事業の国庫補

、 。 、助を利用する上で それは不可欠な行事になっております ちょっとまだ事業計画これからのものですから

４月１日の開館までに、そういった近隣の状況を踏まえて計画を立てていきたいと思っております。見込み

としまして、一応23年の４月１日なのですが、子供たちの人口をちょっと、４月１日にはこのぐらいの児童

数になるのではというような見込み数を一応つくってはみました。一応ゼロ歳児から５歳児までですけれど

も、これは未就学児童なのですが、656人、小学１年から小３まで387人、それと大体小学校６年生ぐらいま

でが対象かなと思います。中学生になりますとなかなか遊び等も変わってまいりまして、利用者は減るのか

なと思います。小学６年生までの見込み数としましては、1,457名ぐらいの数字になろうかという計画でお

ります。一応日にして、近隣の市町村も日曜日または祝日が休館日の市町村が多いように見受けられます。

一応土曜日開館ということになりまして、土曜日でしたら子供たちも学校休みですから、かなり児童館の利

用者は増えるかと思います。特に７月、８月、９月が夏休み期間中なのですけれども、各市町村見まして、

かなり利用者が増えているような状況が見受けられます。ちょっと雑駁な説明なのですが、よろしくお願い

いたします。

小森谷幸雄君。〇議長（塩田俊一君）

今説明があったわけですけれども、生意気なことを言うようで申しわけないので〇３番（小森谷幸雄君）

すが、多分先般の事業仕分けの中でそういう説明をされたら、不要の事業に多分なってしまうというふうに

考えられます。そういった点で、今の課長がお話しされたような内容を、やはり４月１日ということを目指

しているのであれば、それまでの開館の中身の問題がもう少し、課長のところだけでやるのかどうかわかり

ませんけれども、やはり、だれ、課長が担当するのですが、これは。課長が、そうすると計画も全部立てる

のですか。それが４月１日までに課の人たちと、例えば、ではここの常設になった場合に、人件費が２人分

用意されていますが、その人というのは基本的には１日以降募集するとか、課の移動によって児童館に配置

をさせるのか、その辺はどのようになっておるのですか。
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永井福祉課長。〇議長（塩田俊一君）

［福祉課長（永井政由君）登壇］

現時点では、臨時職員を新規で雇用する計画でございます。〇福祉課長（永井政由君）

小森谷幸雄君。〇議長（塩田俊一君）

そうしますと、１日ですよね、基本的には。そうすると、それまでの開館、児童〇３番（小森谷幸雄君）

館開設に当たっての相談とか、いろいろ中身、運用の中身とか、そういったものを１日に採用したときに、

ではその２人を開館に放り込んで、基本的に運営ができるのでしょうか。

永井福祉課長。〇議長（塩田俊一君）

［福祉課長（永井政由君）登壇］

ただいまのご質問ですが、児童厚生員は保育士の資格とか、あとは幼稚園の資〇福祉課長（永井政由君）

格を有する者という、結構厳しい明記がありまして、そういう中で採用するということになりますと、ある

程度の、そういう保育士とか、そういう仕事に従事している方を雇用させますので、実際計画を立てる上で

すぐに対応可能かと思われます。

栗原実君。〇議長（塩田俊一君）

［町長（栗原 実君）登壇］

小森谷議員の言わんとするところは十分理解をしております。したがって、４月１〇町長（栗原 実君）

日に開設するに当たりまして、そういった心配が当たらないように、十分早目の手配の、いわゆる準備の指

示はしております。例えば、いわゆる指導員的な先生というか、そういった方についても、４月１日に採用

してということよりも、当然募集も早目にかけながら、そういった先生方との当然いわゆる開設に当たって

、 、 、 、のすり合わせとか 全部計画の内容も含め あるいは先ほど申し上げた委員会みたいなものですか 10人の

とかいろんな考え方も含め、あとは郡内あるいは館林市等でも、同じ児童館を持っておりましても、いいあ

んばいにいっているところと余りいいあんばいではないというところも正直あるようでありまして、また明

和町等は児童館を持っていたものを廃止を、定員が少なくなって廃止をしたという経緯も含めて、いわゆる

どのくらいの応募があるかということも含め、例えば展開の内容も違ってこようかとも思っております。い

ずれにしても、まずとりあえずやるということと、内容を、ソフトを幾ら充実させても箱物が間に合わなけ

ればどうにもなりませんので、とりあえずは４月１日開設に向けての箱物が最低限整備をされることとして

の補正の盛り込みということだろうと思っております。加えて、先ほどご指摘をいただいたようなことを十

分、また係も無用の長物ばかりそろっているとも思いませんので、真剣に対応してくれるものというふうに

期待をしております。よろしくお願いします。

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

黒野一郎君。

４番、黒野です。お２つばかりですけれども、先ほど25ページと26ページにエアコ〇４番（黒野一郎君）

ンの話出ておりますけれども、このエアコンで、小学校と中学校と、これは恐らく設計委託ですから、何年

度というのか、23年度とか24年度わかりませんけれども、そちらへ向けて多分取りつけというのか、工事を

する予定かと思うのですけれども、保育園なんかは小さいから別に設計しなくても、取りつけ工事は……

［ それに全部入っている」と言う人あり］「
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全部入っているのですか。では、そういうことで、保育園は入っているのでは、中〇４番（黒野一郎君）

学校の関係ですけれども、何年度が目標なのか。

それから、もう一点は、29ページの一番下のほうの土地取得の関係ですけれども、公共用の施設の道路と

いうことで、これは板倉中学校の前と中央公園の間かと思うのですけれども、この若干進捗状況わかればな

のですけれども、これは体育館の、板中の体育館の改良工事というのか、やるわけですけれども、それとセ

ットではなくて、別個に、体育館は体育館、工事のこの道路関係の幅の道路関係は別個にやっていくのか、

その辺まだわからなかったものですから、やはり体育館工事が入れば当然でかい車も当然入ってくると思う

ので、ですから体育館工事よりも前に、できるだけ早くそこの道路を広げるのか。ここに出てますからね、

設計委託料が。その辺をお聞きいただければと思いますけれども。西側に行って、西側のほうにも当町もご

理解いただいて、弓道場ですか、その辺もやる予定ですけれども、その辺はこれは道路と関連して、そちら

のほうも含めて設計をやっていくのか、その辺を。

それから、つけ加えて申しわけないのですけれども、体育館の改良工事のほうの進捗状況がどの辺までい

っているか、もしわかれば、わからなければ後で結構ですので、その辺よろしくお願いします。

小菅教育委員会事務局長。〇議長（塩田俊一君）

［教育委員会事務局長（小菅正美君）登壇］

小学校、中学校のエアコンの関係ですが、一応23年度に予定をして〇教育委員会事務局長（小菅正美君）

おります。

それから、この海洋センターですか、29ページの駐車場等の整備工事設計業務委託の関係ですが、これに

つきましては体育館の改修工事と整合性をとりながら進めてはいきたいと。そのためには早目の設計がない

とできませんので、今回補正で上げさせてもらったということでございます。

それから、体育館の進捗というか、今現在体育館については耐震補強設計あるいは改修のための設計を行

っておりまして、それが間もなく南側の玄関部分について、土木のほうの許可がおりれば完全な形で設計が

でき上がってくるというふうに聞いております。

以上です。

黒野一郎君。〇議長（塩田俊一君）

では、確認ですけれども、道路工事のほうの担当と体育館のほうの改修工事の担当〇４番（黒野一郎君）

課とか部署、別なのですね。総合的には教育委員会でしょうけれども、その中の別々に係というのか、そこ

は別々にやるのですか、その辺をひとつお願い申し上げます。答弁もしわかれば。

それから、体育館の関係は、再三前にも町長といろんな話をしながら、随分前かなと思いますけれども、

随分設計云々が時間がかかるのですね。半年近くもなっていると思うのですけれども、やっぱりこういう世

の中の情勢ですから、やっぱりできるだけスピーディーに、教育長もスピーディーと言葉がありますけれど

も、これからの道路の関係については、これは当然この次の段階ですけれども、体育館の設計云々なんてい

うのは、半年たっているのですからね、やっぱり。できるだけ早目にしないと、次のステップ、23年度にや

るのでしょうから、もう12月ですからね、１、２、３になると、３月、恐らく予算等も11月のヒアリングも

いろいろやっているわけでしょうから、できるだけ早目に、スピーディーにやっていただいたほうがいいと

思いますので、先ほどの分かれる云々の、わかればひとつ、別々にということで。
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町長、栗原実君。〇議長（塩田俊一君）

［町長（栗原 実君）登壇］

事業自体は、そういうわけで一体型でやりますけれども、基本的には体育館関係に〇町長（栗原 実君）

ついてはやっぱり教育委員会が主体になるのだろうと。あとは、いわゆる南面の全体的な整備、駐車場とか

道路の拡幅とか、弓道場といっても本当の質素な露天を、雨がかからない程度のテント的な形になるのかと

思いますけれども。弓道場を正式につくると3,000万、5,000万、藤岡町の弓道場を見ましたけれども、とて

もではないが、とてもできないというようなことで、許容の範囲内でそういう計画をしております。いずれ

にしても、設計も、例えば中学校の体育館をどのように変えていくかということについても、１回仮の設計

ができ上がっていまして、私がこれではまずいだろうと、例えばですね、ちょっとクレームをつけたもので

すから、それで再度その部分等についての設計にもやり直しというか、また出てくる、そういうので多少の

、 、時間はかかっているのかなと思いますが いずれにしても約束が来年度じゅうにはやるということですので

担当部局もその約束にたがわないように真剣に作業を進めているところだと思っております。

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

石山甚一郎君。

９番、石山です。21ページの農林水産業の関係で、３目の農業振興費、水稲高温〇９番（石山甚一郎君）

障害助成金の項目なのですが、内容についてちょっと伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。

田口産業振興課長。〇議長（塩田俊一君）

［産業振興課長（田口 茂君）登壇］

この関係についての議員協議会でも内容、話をつないだ部分もあるわけで〇産業振興課長（田口 茂君）

すけれども、基本的には冒頭町長のあいさつにありましたとおり、いろんな機関が今年の災害に対して支援

ができないかということで、検討を重ねてきました。今回のこの金額を助成させていただいたのは、町の、

いわゆる行政としてできる限りのものをやってみようということで、近隣の町村等とも連絡調整、相談をし

ながらやってきたのですけれども、基本的には水稲の共済引き受けのある田んぼについて、10アール当たり

2,000円を助成したいということで考えています。基本的には、やはり冒頭町長のほうから話がありました

けれども、暮れのいろんな支払い等も含めてあるということで、できるだけ早い時点でこれも作業のほうを

進めたいということで、支払いのほうも考えています。一般質問のほうでも、この辺のところ出ていますの

、 、 、 、で 直接的なお話でとどめたいと思いますけれども 承認をいただければ できる限り早目に手続に入って

一刻も早く農家の方に届くような形で事務のほうも進めたいということで考えていますので、よろしくお願

いします。

石山甚一郎君。〇議長（塩田俊一君）

ただいま課長のほうから説明があったのですが、他町では１俵当たりが500円何〇９番（石山甚一郎君）

がしとか、あるいは共済に引き受けになっていない田んぼでも云々と、そういった話も聞いておりますが、

板倉としてはそういった考えはあるかどうか、そこら辺のところをお願いいたします。

田口産業振興課長。〇議長（塩田俊一君）

［産業振興課長（田口 茂君）登壇］

前段の話をちょっと落としてしまいましたけれども、それでは詳しくお話〇産業振興課長（田口 茂君）
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を申し上げます。

まず、関係機関、直接的なということでＪＡの関係が９月27日以降に出荷した米については、１俵当たり

500円を助成すると。それの本来の主体となる群馬県の農業共済の関係ですけれども、これについてはいわ

ゆる特例措置、品質によっても保証する措置をとろうと、あるいは申請しようということで動いて、これは

国のほうに承認を受けられるという形になってきています。具体的には、この辺のところは専門的になりま

すので省きますけれども、品質によっても申告したものは対象になると。当然共済制度ですので、申告して

いない補助もあると。その関係につきましては、共済組合のほうで、やはり本来ならば品質の保険もあるの

ですけれども、いろんな総合的に判断して、それも助成していこうという考えでは動いています。共済の状

況を申し上げますと、基本的には申告をした筆については、12月10日ですか、近々評価するための部会があ

るそうですけれども、その部会でこれだけ品質が悪かった、あるいは収量がなかったということで換算する

のですけれども、それが判定が出るという話で聞いています。それと、いわゆる申告しない筆についての対

応については、基本的には支援金という形で、共済制度に準ずるような形で金額を考えているようですけれ

ども、ご承知のとおり、群馬県一本に共済組合になっています。そんなことで、正式な総代会を開いてでな

いと、きちんとした金額のほうとか、支払うことができるとか、支払うとか、その辺のところは差し控えて

くださいという話も伺っていますので、この場ではそういう状況だということをお話し申し上げます。その

後、群馬県の対応ですけれども、これは新聞等でご承知だと思います。市町村のほうから申請があれば、そ

の３分の２を助成するよと。これは種子代についてということです。

それと、近隣の町とのということですけれども、基本的には邑楽館林、連絡調整とりながら、さっき言っ

た農協だとか共済を除いて、町役場が出す関係については2,000円ということでありますけれども、若干町

村によっては上回る金額も出すという町村も、まだ議会が終わっていませんので、すべての町村が終わって

いませんので、何とも言えませんけれども、そういう状況にあるということです。いずれにしても、この辺

については、本当に今までにない被害だということと、お米の関係、ここからがこれだけの被害だよ、ここ

からがこれだよと、なかなか境がありません。あるいは行政の関係も邑楽館林農協は既に一本になっていま

す。同じように、行政のほうはまだ一つ一つですけれども、それらとの調整をとりながら、最終的にはこの

2,000円に板倉町としては今回上程させていただいたと。あと、具体的にそのようなところを、これは事務

担当だけでなくて、やはり近年にない大災害だということで、うちの町長も含めて、各町長、市長も含めて

相談しながら進めている事項ですので、町長のほうから補足が多分あると思いますので、よろしくお願いし

ます。

町長、栗原実君。〇議長（塩田俊一君）

［町長（栗原 実君）登壇］

補足はそんなにないのだけれども、言われてしまったので。基本的には、太田、館〇町長（栗原 実君）

林が既にご案内のとおり、先んじてというか、おおむね10アール当たり2,000円、自治体としてはそれが妥

当だろうと いわゆる大義名分は次年度に対する種子代の補助 それは10アール当たり４キロ １キロを500円。 、 、

前後ということでの2,000円単価、それを面積で補助をしていこうと。それに郡内の各首長も追随をして、

仙石官房長官の言葉をかりれば了としたところでございます。ただ、一部邑楽町あたりが、これはまだはっ

きりしないのですが、名前を出して果たしてどうか、非常に議会が強く、人の町はどうでもいいというよう
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、 、 。 、なことで 農家に強く補助をせよというようなことについて非常に苦慮していると 対応に ということで

同一水準が保てるかどうかということについては疑義、幾分かの疑問は持っておりますが、そこで考えてい

ただきたいのは、板倉町は五、六十億規模での3,000万円ですね、2,000円単価。米の、いわゆる水稲の作付

面積が非常に多くございまして、館林よりも、多分250億規模、５倍規模の300億程度かもしれません。５倍

規模においても、館林は10アール当たり2,000円でも約3,000万前後だろうと思って、邑楽町等についてはも

っと低いですし、大泉、明和、千代田についてはさらに面積は非常に低いですので、我が町としては、財政

からかんがみれば2,000円というのは最大限の形かなと。ほかのことを考えずに、やることをどんどんほか

の面をおくらせて、今回の農家に対する補助を強くせよという議会の特別な理解でもあれば、それも可能か

もしれませんが、あれもやれ、これもやれという流れの中で、先ほど言った板倉町の特性からすればという

ことで、2,000円を今回予算規模として補正で上げさせてもらったものです。

加えて、情報ですが、共済についても、清水市長が群馬県の会長、理事長になられまして、この間市長と

飲んだときにちょこっと耳打ちされたのは、10アール当たり5,000円ぐらい共済で考えているというような

話ですが、それも先ほど課長が言ったように、まだ文書でも来ていませんので定かでないと。ただ、そんな

内容は、館林の市長も、いわゆる郡内を代表しての共済の理事にもなっていますし、その二方からもそうい

う言葉をちょこっと聞きましたので、そこら前後で動くのではないかという希望的観測を持っております。

そのほか、先ほど言った農協が１俵当たり500円、だから８俵とすれば、反当は4,000円、だから4,000円に

5,000円に2,000円、１万1,000円ぐらいの、例えば10アール当たり換算すると。ただし、その時期の問題、

一つは。該当させるのが９月27日以降、以前とかという問題とか、いろいろ細部にわたって、いわゆる共済

等については現地確認ができない問題をどう対応するかと。質の問題ですからね。一定より前にもう既に刈

って現物は消滅しているという、その問題とか、それぞれ各ポジションで難しい問題を抱えながら、できる

だけ、いわゆる、でもここへ来ては暮れには間に合わないのではないかと思いますけれどもね。暮れに間に

、 。 、合わせるような方向でということで常々検討しているわけですが 今現在はそんなところです したがって

はっきり言えるのは、我が町としては、少なくとも邑楽町云々はいずれにしても、館林と明和さんとうちの

ほうでは、とりあえず2,000円で、それでいいだろうということでの合意が水面下であったものですから、

でも同じ2,000円でも我が町にとっては、先ほど言ったように非常に重い、財政に対する影響度は重いとい

うか、そういう感じはいたしておりますが、やむを得ないということでございます。

石山甚一郎君。〇議長（塩田俊一君）

ただいま説明いろいろ受けたのですが、水稲の場合は、今までが収量的な共済で〇９番（石山甚一郎君）

ございましたので、たまたま品質的なものが、刈ってみて初めて製品になってわかったわけでございますの

で、共済に見てもらわなかったというか、被害申告しなかったやつが大半なのです。それのほうの対応なん

かも、今後できれば対応にかみ入れてもらいまして、やってもらえればありがたいかなと。ご希望を申し上

げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

町長、栗原実君。〇議長（塩田俊一君）

［町長（栗原 実君）登壇］

今の問題についても非常に重要な問題ということで、各首長がそういった対応をど〇町長（栗原 実君）

うするかということで真剣に考えているということで、ご報告申し上げます。
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ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

秋山豊子さん。

10番、秋山です。19ページの児童館管理事業について伺います。〇10番（秋山豊子さん）

児童館の図書購入、これ12月の広報で、何かいい本がありましたらということで呼びかけておりまして、

着々とやっているのだなというのを感じました。そういう中で、絵本だけではなくて、ここにはお母さん、

お父さんいらっしゃいますので、大人の本などはどうなのかなと思っております。やはり今本当に子供と親

を取り巻くいろんな問題が起きておりますので、そういう中で、大人の本も置けるスペースがあれば、そう

いう本も必要かなというふうに思いますので、その辺はどうですかということが１つと、もう一つは人材で

すね。本当に肩書きのある方をお願いすることになるのですけれども、とにかく親御さんのことを考えます

と、本当にそこに携わる方は、広く柔軟な対応ができる、そういう職員を配置していただければなと思うの

です。本当にいろんなことが起きますので、それにそこにいるスタッフで対応していくということ、そして

また広く、1,457名いるのですということでした。その方たちがみんな来るとは限りませんが、せっかくつ

くった児童館に一人でも多くの人に来ていただくということは、やはりそこで働く人の子供を思う気持ち、

、 、そういったことを考えますと やはり柔軟な対応のできる人材が必要かなというふうに思っておりますので

その２点、よろしくお願いいたします。

永井福祉課長。〇議長（塩田俊一君）

［福祉課長（永井政由君）登壇］

ただいまのご質問ですけれども、図書購入に関しましては、子育て関係の母親〇福祉課長（永井政由君）

の方も読む本を一応そろえていきたいと思っております。

それと、あと児童厚生員の関係ですけれども、やはり先ほども申しましたけれども、そういう有資格者が

限定といいますか、そういう方を一応児童厚生員として配置しますので、その辺は大丈夫かと思っておりま

す。

あと、児童数の、先ほど1,400人ぐらいいるということで申し上げましたけれども、これが確かに東西南

北分かれていますから、合計でその人数になるものですから、全員が来るということは絶対あり得ないと思

います。それで、一応例えば何かの教室をやった場合に、母親が送ってきて、その時間が終わったらまた迎

えに来るというようなこともできるわけです。だから、そういうＰＲ的なものをやはり周知徹底を図りたい

と思っております。よろしくお願いします。

荻野美友君。〇議長（塩田俊一君）

25ページをお願いします。小学校の給食備品と書いてあるのですけれども、このこ〇11番（荻野美友君）

とについて、南小学校の給食設備がないということで、このことかなと思ったのですけれども、全然違うよ

うな気もいたしますので、この設備費はどんなふうに使うのかということと、南小学校の給食設備、非常に

前々から総務委員会あるいは地元のＰＴＡからも言われておりますので、金がかかることで現状維持という

答えもあるかもしれませんけれども、教育委員会としてはどんなふうに考えているのか、ひとつお答えして

いただければありがたいと思います。

それから、先ほど黒野議員が言いましたけれども、エアコン、異常気象で非常に暑くなっておりまして、

館林市なども全教室につけるようでございますけれども この業務委託料というのですか 325万 １校で80万、 、 、
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ぐらいなのですけれども、私に考えさせれば、４校でやるのであれば、80万ぐらいを１つやれば、大体どこ

の学校も同じようではないかと。軽い計算でやりますと。１つの学校でやるのかどうかわかりませんけれど

も、そんなにかかる必要もないのではないかと。１教室に２台つけるなり１台つけるなりして、それで教室

で割れば数は出ますし、電気等のことについてもそんなに難しいことはないと思いますので、この辺の金額

がどんなふうに計算して出していただいたのか、わかればお聞きしたいと思いますけれども。

以上２点をお願いいたします。

小菅教育委員会事務局長。〇議長（塩田俊一君）

［教育委員会事務局長（小菅正美君）登壇］

南の給食の前に、この学校の施設の関係ですが、これについては給〇教育委員会事務局長（小菅正美君）

食の関係のものを購入するという……

［ わかりやすく説明して」と言う人あり］「

済みません。給食用の備品購入費ですが、これについては冷蔵庫で〇教育委員会事務局長（小菅正美君）

すか、ちょっと今まだ中身確認していないのですが……済みません。南小学校の冷凍庫１台52万5,000円で

す。それと、北小学校の冷凍冷蔵庫72万1,000円で、合計で124万6,000円の追加ということでございます。

これについては、もう寿命が来ているということなので、更新をするものでございます。

それと、南小の給食の米飯化の関係なのですが、これにつきましては23年度の予算に向けて、きのうも少

し、まだ町とも調整を、細かい詰めをしておりませんので、ちょっと今ここの時点では何とも申し上げられ

ないのですが。

［何事か言う人あり］

どうも済みませんでした。〇教育委員会事務局長（小菅正美君）

鈴木教育長。〇議長（塩田俊一君）

［教育長（鈴木 実君）登壇］

今の南小の給食の関係なのですが、これは23年度に予算を建てて24年度というふ〇教育長（鈴木 実君）

うなつもりでいるのですけれども、実際にやりますので、今町長とちょっと詰めがし切れてない部分がある

ので、やるということで、了解ください。

町長、栗原実君。〇議長（塩田俊一君）

［町長（栗原 実君）登壇］

南小の給食の関係ですが、５つの学校のうち１つだけがそういう形がとれていない〇町長（栗原 実君）

ということで、それは至急解消をせよということは指示もしておりますし、ただイコール、要は米飯給食が

できればいいのでありまして、米飯給食をするためにしたら、１億ぐらいからの話だっけ、給食室を全面的

にいじると。非常に莫大なお金が、極論をすればですよ、西小で炊いたものを南小に運んでもよろしいとい

うような、そういう弾力、それをするというのではないですよ。一つの例を挙げれば、要するにどの学校も

全部同じ施設を全部つくらなければ、それは不平等だというような考え方をもう捨てないと、給食室を全部

新しくしたら、その次は今度は人数が少なくなって廃校だなんていう問題も常に起きますので、そういう可

。 、 、 、能性もですね 要は 生徒に同じ待遇をできるような方法も含め だからそれはハード的だけでなくソフト

そういう意味でね。ということも含め、どういう今原案をつくっているかわかりませんが、弾力的に考えよ
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うと。でないと、この町は全然貯金がたまるどころではなく、あしたまた議員さんと議論になるかもしれま

せんが、次の大きな事業を一つでもやろうというためには、要するに俗に言う手法を多少変えて、それを認

、 、 。めていただかなければ ４つ学校があるから４つ給食室をつくる必要は本来ならなかった 私に言わせれば

それを既に北から南から中学校から全部給食室を、たかが米飯に変えるだけでですよ。本当はそれだって、

米を、館林の給食センターから温かい米を炊いたものを運んだってよかったわけ。もうそういう真剣な議論

を、議会も含めて過去されなかったという、例えば一つ例を挙げればですよ、そういうものが今日の板倉の

貧しさを象徴しているものもあるかと思いますので、南小については非常に最後で、本当は全く同じ条件で

形も同じということが望ましいことはわかっておりますが、喫緊の課題もいろいろありますので、そういう

意味で、ただ要するに差別はなくすと。南小の生徒も米飯給食がちゃんと実行できるように、給食も今まで

と同じようにやれるようにということで、それは別に南小でつくるということを考えなくてもよろしいかも

しれないということまで考え方を広げて対応をせよという指示を出しております。

それに対してご不満があればまた。南小だけ給食室、だって給食室があろうがなかろうが、南小の人たち

がですよ、ほかの学校の生徒と同じ食生活が味わえればいいのではないですか。ということの考え方で、今

ここへ来て非常に厳しいですからね、そういう意味で。ご承知のように、南小などはもう既に合併を考えよ

うなんていう論議が出てきているところでの問題もありまして、ですから合併の問題と給食室の問題は別で

すが、給食のハードありきでなくて、その生徒に差別は一日も早く解消したいと。南小の生徒に一番最後に

なって恐縮でしたが、最後にしたのは私ではありません。そういう意味で、一日も早く南小の生徒にも同じ

。 。 、 。 、米飯給食を与えたいと その手法を検討しております ということですね 給食については 細部詰めれば

その結果がもう少しはっきり出てくると思います。

、 、 、 、それから エアコン関係につきましては 私もまだ見ていないのですが 非常になぜこんなに設計業務が

だってエアコン入れるだけ、各部屋に入れるだけで、その設計図だけで300万だの、300万が２つも出ている

のですね、中学校も含めて。これらについてももう少しちょっと見てみたいと思うのですが、いずれにして

も思いのほか公共事業というのはかかります。だから、さっき荻野先生が言ったように、４つの小学校にエ

アコンを入れるのだから、１つ設計図を書けばほぼ同じようで入るだろうなんて、おれなんかだって思うの

ですけれども、だめです。でも、今回の場合は、補助金も特別これはもらえるのか、もらえないのか、そこ

ら辺からも出発をしていますので、もらうとなると一定の書式、様式は求められるということが事実でござ

いますので、ここらについても無駄遣いがないように徹底して私のほうからも分析をし、指示もしますとい

うことです。

荻野美友君。〇議長（塩田俊一君）

一口に１億円なんて予算のあれが出てきますといっても、私はよくわかりませんけ〇11番（荻野美友君）

れども、そんなにかからないのではないかなと思っております。子供の教育については、いろんな多方面か

らのあれが必要だと思うのです。別に給食室がないから子供がひねくれて、余りよい子ができないと、そん

なふうには私も思っていません。だがしかし、公正公平ということでもないですけれども、地元のＰＴＡの

方たちあるいは教職員から見ますと、非常にそれが子供たちの指導のために大事だと、そんなふうに受けと

めていますので、金銭的なこともあると思いますけれども、南にできないとすれば、南地区のそういう指導

団体あるいは学校ＰＴＡ等々で、こういうのでも大丈夫ですから、大丈夫だからそんな心配するなというこ
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とでもお伝えいただければ、地元としても、地元のいろんな区長さんとか、いろんな人も見えていますけれ

、 。 、 。ども 今日 ある程度は納得することもあるのではないかと思いますけれども 非常に難しいですけれども

金がかからないのならあれですけれども、町長がそういう姿勢なら姿勢で、頑張っていただきたいと、そん

なふうに思います。

町長、栗原実君。〇議長（塩田俊一君）

［町長（栗原 実君）登壇］

、 、 、〇町長 栗原 実君（ ） だから もっと具体的に言いますと 今まではほかの学校は米飯給食ということを

いわゆる大義名分に給食室の全面改修をしました。北から始まって、5,000万、6,000万、みんなそのくらい

かかっています。米飯給食を導入するということと、あとは千葉産の野菜の調理ということで。この２つの

ことに２億もかかっているです。今7,000万ぐらいだよね、当初の、南地区もそういう意見が出ているけれ

ども、では今までと同じように給食室を改修するとすれば幾らぐらいかかるのかといったら、7,000万なん

ていう話。それは４つの学校をやったのだから、残りの１つだからそれも無駄でないという考え方をすべき

か、でも極端に言えば、今の給食室に米飯、極端に言えば炊飯ジャーではないですけれども、それを入れさ

えすれば、できればそれでいいのでしょう、だって。今までどおりの給食が提供され、御飯が新しい炊飯器

を導入して入れれば、別にほかでいじる必要がないとすれば、別にほかの学校がいじったところで、南はい

じらなくてもいいのでしょう。要は、子供たちが米飯給食と今までどおりの給食が行えれば、それでよろし

いのではないかという、極端に言うとそういう考え方も今検討していると。

［何事か言う人あり］

だから、究極はそういうことまで検討もする時期でもあるだろうと。だけれども、〇町長（栗原 実君）

最後の１つだからというので、最後の１つはそんなことはまかりならぬと。どんな銭がかかっても給食室も

同じようにつくってやれといえば、やらなくてはならないのですけれども、でもそんなことをやっていたの

では、この町はという論議のもとにですよ、私はそういう考えですから。だから、要は南小の人も東小の人

も同じ給食の時間になったら、週に３回、今４回かな、３回、要するに米飯給食が食べられればいいのでし

ょうと。給食室が、ほかは改修を全部陸続きにした。いわゆる水洗い方式の給食室から、どういう表現にな

るの、あれは。乾燥式というかモップ式というか、こういうタイル、こういう感じの水を使わないような、

最後に、そのほうがよろしいとかって、時の文部行政にひょいひょいと乗っかって、何千万も。町とか市に

よっては、そういうものでは非常にお金がかかるから、給食センター方式ということを選んで、財政負担の

低減を図っている町だっていっぱいあるのです。うちの町は、だからきのうも福祉の問題も出ましたけれど

も、ほかの場所で。福祉も随分3,000、5,000配っていますけれども、あれとて郡内でも一番高福祉なのです

から。ということで、非常に恐縮ですが、いろんな考え方をとりながら、子供には、要するに差別が今まで

ついていたわけですから、南だけね。それはいち早く解消しようと。例えば、新しく給食室の、そんなこと

ではなく、西も新しくなったではないか、南も全部、北も中学校も全部ということになると、何年後かに計

画を立てないと、３年かそこらの計画でないとできないだろうということも含め、いろんな方向を考えてや

っているということです。

荻野美友君。〇議長（塩田俊一君）

非常に教育委員会も町長も、真剣にこの給食のことについては考えているというこ〇11番（荻野美友君）
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とだと思います。そういうので、南の児童あるいは父兄に伝えられるように、そんなにつくれ、つくれとい

う、今後なくなると思いますし、現在どう考えているかわかりませんけれども、私たちは皆さんの声を聞い

たのを、たまたまここで申し上げて、たまたま給食費の予算とか出ていたので、間がよければ南地区のこと

かなと思って質問したわけでございます。

以上です。

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

延山宗一君。

２番、延山です。防犯整備事業についてお伺いをしたいと思います。〇２番（延山宗一君）

これ防犯灯につきまして、数も増えたということで、大分板倉町にとりましては、防犯抑止と、犯罪抑止

ということでなっているのかなと思っております。しかしながら、何かメールにおきまして、犯罪もまだま

だ起きているという残念な結果になっているのですけれども、45万の追加補正されています。これについて

は、何か球切れということでの予算づけかなと思うのですけれども、非常に数も六百何個ですか、お聞きを

しますけれども、ついているということで、これもいろんなランニングコストといいますか、維持費も増え

ていくのかなと思います。また、予算の中に当然今後入れて、設置の増設も含めて考えていくのかなと思う

のですけれども、そういう点につきまして、今後町の方向づけといいますか、総務課とするとどう考えてい

るか、お聞きしたいと思います。

小野田総務課長。〇議長（塩田俊一君）

［総務課長（小野田吉一君）登壇］

今回補正予算で計上させていただいた45万2,000円につきましては、藤の木〇総務課長（小野田吉一君）

橋の南側で歩行者がはねられ、死亡事故が起きたということで、警察のほうで、やっぱりこの場所は防犯灯

がないよねということのご指摘もあったものですから、前回の補正予算で足らない部分をここで流用させて

いただいたのです。20万円流用させていただいて、そちら藤の木橋の南側と北側には設置をさせていただき

ましたので、これは緊急性があったということで、流用させていただいて設置をしたのですけれども、実際

に当初予算でとっていた、今議員がおっしゃった球切れの更新、修繕料が足らなくなってしまって、今回計

上させていただいています。21年度で150基ほどの球切れがあったものですから、今回同等の補正予算を上

げさせていただきました。今後、臨時交付金で615基、特に中学生の通学道路を中心に設置をさせていただ

いたのですけれども、今後も随時必要であれば、通学道路を中心に今後も進めていきたいというふうには思

っています。ただ、１路線、１路線ということで、予算の範囲内ということではなくて、その１路線を、例

えば100万かかれば100万、50万かかれば50万という形で、今後さらに通学道路をより明るく、通学者の子供

たちが中心になりますけれども、防犯活動に役立てていきたいというふうに考えていますので、今後も設置

は続けていきたいというふうに思っています。今回は修繕費ということで計上させていただきましたので、

ご理解賜りたいと思います。

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

［ なし」と言う人あり］「

質疑を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより討論を行います。討論ありませんか。
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［ なし」と言う人あり］「

討論を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより議案第71号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。

［挙手全員］

挙手全員であります。〇議長（塩田俊一君）

よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。

これで、昼食のため休憩といたします。１時より再開いたします。

休 憩 （午後 ０時０２分）

再 開 （午後 １時００分）

再開いたします。〇議長（塩田俊一君）

〇議案第７２号 平成２２年度板倉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて

日程第10、議案第72号 平成22年度板倉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２〇議長（塩田俊一君）

号）についてを議題とし、町長より提案理由の説明を求めます。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

議案第72号 平成22年度板倉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい〇町長（栗原 実君）

ての提案の理由でございます。

本案につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ832万2,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ１億1,994万円とするものでございます。

歳入につきましては、繰入金に713万3,000円を、繰越金に118万9,000円をそれぞれ追加するものでござい

ます。

歳出につきましては、後期高齢者医療連合納付金に513万3,000円を、諸支出金に118万9,000円を、予備費

に200万円をそれぞれ追加するものでございます。

なお、細部については、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、決定賜りますよ

うお願い申し上げます。

北山健康介護課長。〇議長（塩田俊一君）

［健康介護課長（北山俊光君）登壇］

お世話様になります。それでは、議案第72号 平成22年度板倉町後期高齢〇健康介護課長（北山俊光君）

者医療特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明をさせていただきます。

２ページから５ページにつきましては、先ほどの町長の提案理由のとおりでございますので、省略をさせ

ていただきます。

６ページをお願いいたします。歳入でありますが、第３款繰入金、第１項１目の事務費繰入金200万円の
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追加であります。これは、当初予算の予備費では不足することが予測されますので、追加繰り入れするもの

でございます。

続きまして、２目の保険基盤安定繰入金513万3,000円の追加であります。これは、保険基盤安定制度負担

金の確定額が示されたため、追加補正をお願いするものでございます。

次に、第５款繰入金ですが、118万9,000円の追加であります。これは、前年度繰入金が確定したため、追

加補正をするものでございます。

７ページをお願いいたします。歳出につきましてご説明させていただきますが、第２款後期高齢者医療連

合納付金、第１項１目の後期高齢者医療広域連合納付金513万3,000円の追加であります。これは、保険基盤

安定制度負担金を広域連合に納付するものでありまして、先ほどの説明同様、保険基盤安定制度負担金が確

定したため、追加補正するものでございます。

第３款でございますが、諸支出金、第２項１目の他会計繰出金118万9,000円の追加であります。これは、

前年度繰越金が確定し、一般会計へ繰り出すため、追加補正するものでございます。

第４款ですが、予備費、第１項１目の予備費200万円の追加であります。これは、当初見込んでおりまし

た予備費では今後不足をすることが予測されますので、追加補正をするものでございます。

以上で説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようによろしくお願

いいたします。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

質疑を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

討論を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより議案第72号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。

［挙手全員］

挙手全員であります。〇議長（塩田俊一君）

よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。

〇議案第７３号 平成２２年度板倉町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て

、 （ ）〇議長 塩田俊一君（ ） 日程第11 議案第73号 平成22年度板倉町国民健康保険特別会計補正予算 第３号

についてを議題とし、町長より提案理由の説明を求めます。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

続いて、議案第73号の提案理由を申し上げます。平成22年度板倉町国民健康保険特〇町長（栗原 実君）
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別会計補正予算（第３号）についてでございます。

本案につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,272万6,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ20億5,880万5,000円とするものでございます。

歳入につきましては、国庫支出金に10万円を、前期高齢者交付金に１億50万2,000円を、繰入金に240万円

を、繰越金に972万4,000円をそれぞれ追加するものでございます。

歳出につきましては、総務費に106万6,000円を、保険給付費に１億190万円を、前期高齢者納付金等に３

万6,000円を、保健事業費に６万円を、諸支出金に966万4,000円をそれぞれ追加するものでございます。

なお、同じく細部につきましては、担当課長から説明を申し上げます。よろしくご審議の上、決定賜りま

すようお願い申し上げます。

北山健康介護課長。〇議長（塩田俊一君）

［健康介護課長（北山俊光君）登壇］

議案第73号 平成22年度板倉町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）〇健康介護課長（北山俊光君）

につきまして説明をさせていただきます。

２ページから５ページにつきましては、先ほど町長の提案理由のとおりでございますので、省略をさせて

いただきます。

６ページをお願いいたします。歳入でありますが、第３款国庫支出金、第２項３目の出産育児一時補助金

10万円の追加であります。これは、今後の国保加入者の出産予定が10件ございまして、不足分の５件分を追

加補正するものでございます。

、 、 。 、次に ５款前期高齢者交付金 第１項１目前期高齢者交付金１億50万2,000円の追加であります これは

本年度上期の実績から一般被保険者療養給付費負担金が8,760万円、一般被保険者高額療養費負担金が

1,220万円、前期高齢者納付金が３万6,000円、それぞれ不足することが予測されるため、また先ほどの説明

にございましたように、出産育児一時金６万6,000円を充てるため、追加補正するものでございます。

第９款繰入金、第１項１目の一般会計繰入金240万円の追加であります。これは、事務費等繰入金及びシ

ステム構築事業委託などで106万6,000円、出産育児一時金の38万円分の地方交付税措置されている３分の２

で126万7,000円を、また４万円分の地方交付税措置をされている３分の１で６万7,000円の増額をするため

でございます。

。 、 。７ページをお願いいたします 10款の繰越金 第１項２目のその他繰越金972万4,000円の追加であります

これは、前年度繰り越しの精算額が、補助金等の精算額が確定したことにより、追加補正するものでござい

ます。

８ページをお願いいたします 歳出でございますが 第１款総務費 第１項１目の一般管理費106万6,000円。 、 、

の追加であります。これは、主に電算委託料に係るもので、国保連の被保険者マスター作成、システム構築

及び共同電算における高額医療・介護合算処理に係る処理業務を行うための追加費用でございます。

、 、 。 、第２款ですが 保険給付費 第１項１目の一般被保険者療養給付費8,760万円の追加であります これは

本年度上期の実績から、一般被保険者療養給付費負担金が不足することが予測されるため、追加補正をお願

いするものでございます。

９ページをお願いいたします。第２款保険給付費、第２項１目の一般被保険者高額療養費の1,220万円の
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追加であります。これも本年度上期の実績から、一般被保険者の高額療養費負担金が不足することが予測さ

れるため、追加をお願いするものでございます。

第２款の保険給付費です。第４項１目の出産育児一時金210万円の追加であります。本年度の11月以降の

出産予定が10件ございます。不足分として５件分の追加補正をお願いするものでございます。

10ページをお願いいたします。第４款前期高齢者納付金等、第１項１目前期高齢者納付金３万6,000円の

追加であります。これは、当初見込んでおりました前期高齢者納付金に不足が予測されるため、追加をお願

いするものでございます。

第９款保健事業費、第１項１目特定健康診査等事業費６万円の追加であります。これは、平成21年度特定

健診に係る国庫支出金及び県支出金の精算返還金でございます。

11ページをお願いいたします。第12款諸支出金、第１項１目一般会計繰出金966万4,000円の追加でありま

す。これは、前年度繰り越し分、職員給与等繰入金、事務費等繰入金、出産育児一時金繰入金等の精算分で

ございます。

以上で説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

石山徳司君。

５番の石山です。人格を磨くという意味で、ちょっと知識としてお尋ね申し上げま〇５番（石山徳司君）

す。

一般保険者療養給付費が予想より8,000万以上不足するという何か特定的な要因というのを、担当者とす

るとどのような認識で思い当たるのか、わかる範囲内でお答えいただきたいと存じます。

北山健康介護課長。〇議長（塩田俊一君）

［健康介護課長（北山俊光君）登壇］

今の話なのですが 大体自然増だと考えております 大体１カ月分が9,000万〇健康介護課長 北山俊光君（ ） 、 。

ぐらいかかる経費なのですが、その分が足らなくなるような予想されます。そんなことで、今まで上半期や

っていた、そしてまた下半期に充てる金がないので、そんなことで増えているように思われます。よろしく

お願いいたします。

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

青木秀夫君。

今の関連した質問なのですけれども、これは入金するところは１億円というのは、〇７番（青木秀夫君）

これは支払基金から入金するわけね、入金する相手先は。１億50万2,000円入るわけでしょう。前期高齢者

交付金現年度分の、何これ、前期というのは、前期高齢者交付金現年度分の何、後半部分として入ってくる

わけですか これは あの後半というのは 補正予算なのだから ２億2,000万あるわけでしょう ２億2,000万、 、 。 、 。

円予測立てたところに、この１億円ぐらいは不足するでしょうということを予測したというか、こっち見る

と、支出のほうで約１億円近く出ているわけでしょう、これ。これとの意味合いって、どうなっているのか

なと、私ちょっとわからないのだけれども。補正予算なので、これからかかる分の予測して請求して出てく
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るわけですか。２億2,000万の予測では、今年度不足しそうだから１億円発生するだろうということで、立

てているわけで、この相手側の支払基金かな、これ。支払基金でしょう、これ。から来るのでしょう。そこ

とはどういう話し合いになっているの、こういうのは。こっち勝手に予算立てても、まだ発生していないわ

けでしょう、補正予算なのだから。これから、だろうということで、これ見込みで１億円補正予算立てたわ

。 、 、 、けだ 支出のほうは これからこのぐらいのお金が支出するだろうということで この補正予算組んだわけ

これ。どういうの。それとも、既に前期分として終わってしまっていて、足らなかったので、支払基金に請

求したら１億円入ってくるという話、どっちなの、これは。私ちょっとその辺がわからないのだけれども。

言っている意味わかるかな。

北山健康介護課長。〇議長（塩田俊一君）

［健康介護課長（北山俊光君）登壇］

現実的に補正予算なので、今までの上半期なら上半期でやったものに対し〇健康介護課長（北山俊光君）

て、では今後下半期についてはこのぐらいかかるだろうと予測を立てて、うちのほうで、先ほど石山さんが

言ったように、約１億近くの金が足らなくなるということで、ここで補正を上げさせてもらったわけです。

いいですか、もう一回聞いてしまうと。２億2,000万の予算立てたわけだ。立てて〇７番（青木秀夫君）

半年たったところで１億円の補正予算を追加で立てているわけ。ということは、半年間の間にこれだけ誤差

が出てきてしまったということ。

うちのほうで今、その補正を立てるときに、例えば今までかかった医療費〇健康介護課長（北山俊光君）

がありますよね。半年間でかかった医療費。それを例えば今まで半年でかかったのだから、今後半年分はど

のぐらいかなということで予測をしたわけです。

［ 50％ぐらいかかるだろうというふうに踏んでたわけ」と言う人あり］「

そうですね。だから、思った以上に、自然増だと思うのですが、その分が〇健康介護課長（北山俊光君）

伸びたと。約１カ月分ぐらいが伸びているのかなというふうにうちのほうは予測しております。

それで、もう一つ疑問があるのは、では板倉町は増えたと。よその町は増えていな〇７番（青木秀夫君）

いと。では、増えたら増えたといって請求したら、支払基金から全部来るの、それ。その問題はですよ、板

倉町は、では予測が狂って、５割だか倍増しになってしまったからといって足らないと。そうすると、支払

基金から来る金なのでしょう、これ、１億円というのは。だから、医療費を、発生した医療費を、高齢者医

療費が発生すると、それに基づいていろんなところで分担するわけでしょう。国保会計から直に分担する部

分もあるのだろうし、支払基金から分担するのもあるのだろうし。だから、これは何、金額が多くなればな

っただけ、垂れ流しみたいに、請求すれば来るのかいと私はそこを疑問に思っているわけですよ。

現実的にうちのほうで予測を立てるには、上半期のやつなんかを計算し、〇健康介護課長（北山俊光君）

また今の支払基金のほうにも請求をしていくわけです。そんな中で、ここにつきましては……ちょっと待っ

ていただけますか。済みません。

ややこしいがね、国保というのは。高額医療の連合とか、前期高齢者がどうのこう〇７番（青木秀夫君）

のとかって、金が行ったり来たり、出たり入ったり、出たり入ったりさ、何かわかりにくい会計やっている

のだけれども、これは補正予算で今どきに１億円発生するということは、何かほかに違った制度、要因が出

、 。 、 、 、 、てきたとか 何かそういうこととは違うの 単なる見込み違い 予測違いで まだ半年だよね 終わってね
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現実は。会計上はまだ半年ぐらいでしょう。９月終わったぐらいでしょう。それで１億、この時点で不足し

て、入ってきて、今度出ていくお金というのは、これは出ていっているの、これ。これから出る金なの。

これから出る金です。〇健康介護課長（北山俊光君）

だから、これだけ不足すると。〇７番（青木秀夫君）

はい。〇健康介護課長（北山俊光君）

いいや、難しければ。よく研究しておいてください。〇７番（青木秀夫君）

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

［ なし」と言う人あり］「

質疑を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

討論を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより議案第73号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。

［挙手全員］

挙手全員であります。〇議長（塩田俊一君）

よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。

〇議案第７４号 平成２２年度板倉町介護保険特別会計補正予算（第３号）について

日程第12、議案第74号 平成22年度板倉町介護保険特別会計補正予算（第３号）に〇議長（塩田俊一君）

ついてを議題とし、町長より提案理由の説明を求めます。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

議案第74号 平成22年度板倉町介護保険特別会計補正予算（第３号）についての提〇町長（栗原 実君）

案理由でございます。

本案につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ83万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ10億5,819万円とするものでございまして、職員人件費の不足に伴う補正でございま

す。

歳入につきましては、繰入金に83万円を追加するものでございます。

歳出につきましては、総務費に39万円、包括的支援事業・任意事業費に44万円をそれぞれ追加をするもの

でございます。よろしくご決定賜りますようということで、これにつきましては課長の説明の必要もないと

いうことで、ご審議をいただければと思っております。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

秋山豊子さん。

お聞きいたします。包括支援事業についてお聞きしたいと思います。〇10番（秋山豊子さん）
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これはどのようなサイクルで、独居老人の方とか、そういった見回りもしていますよというお話も伺って

おりますけれども、そういう体制ですか、どういう体制で、そしてどのぐらいのスパンでそれを回っている

かどうか。そして、事例として、こういう大変な事例もあったとか、またはご近所の電話等があって見回り

に行ったとか、そういったことがあったかどうか。ちょっとあるお年寄りの方が、１回来て、それはちょっ

と私も言われたものですから、お電話をして、そして職員の方に、では行っていただけますかということで

お願いをしました。その後、またちょっとしたことが発生しまして、またそれを職員の方に話をしまして、

その後どうでしたかということで行きましたら、その後来ていないのです、全然来ていないのですよという

ことがありましたので、なかなか板倉町全体のお年寄りのところの訪問ということで、なかなか大変ではあ

りますけれども、その辺はどのような流れでやっているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

北山健康介護課長。〇議長（塩田俊一君）

［健康介護課長（北山俊光君）登壇］

包括の関係なのですが、先ほど２名の人が回っているという話、この件に〇健康介護課長（北山俊光君）

ついては大体１カ月以内に、大体１カ所ぐらいは、１軒のうちは行けると思います。現実的にその人たちが

お年寄りと話をし、いろんな相談を受けるわけなのですが、そんな中で受けたものについては、その中で処

理ができれば処理しますし、また処理ができないものについては、またみんな持ち寄ってくるという流れに

。 、 、 、 、「 」、なっております 先ほど どんな事例がという話なのですが 一般的な話というのは 生活 どうしたい

「元気でやってるよ」という話が主でございますが、中にはそういったことで虐待とか、前にも話がちょっ

と秋山議員さんから出たと思うのですが、虐待とか、そんな話も聞かされる場合もございます。

秋山豊子さん。〇議長（塩田俊一君）

、〇10番 秋山豊子さん（ ） これからどんどんとそういうお年寄りももっともっと増えてくると思いますので

包括の事業としては大変なことが多いなというふうに思っております。そして、その過程における事柄とい

うのですか、それが多岐にわたっていますよね。いろんな、病気のことばかりではなくて、経済的なこと、

また法律的なこと、そして本当に足元の大変さ、そういったことがいろいろあると思います。これは本当に

横のつながりをして解決していかないと、なかなか大変だな。この間、中央公民館で町民の皆さんとの懇談

、 、 、 。がありましたけれども その中で 本当にいろいろな問題が多過ぎて 生きているのも嫌になってしまった

それをどうしたらいいか、そういうふうな質問が出ました。そういうときに、私は本当にそういう人たちを

救っていくのは、やはり行政もあると思うのです。または地域の方、そしてそういうのを本当に包括だけで

はなくて、総合の窓口ですか、そういうのをつくって、ワンストップで、そこで横のつながりをつけて進め

ていけば、本当にその包括に任されている人よりも多くの人数で、これからどんどんと高齢化が進んでくる

、 、 。 。のですので そういったところもあるかなと思って 今状況をお聞きしました よろしくお願いいたします

ほかにありませんか。〇議長（塩田俊一君）

［ なし」と言う人あり］「

質疑を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

討論を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）
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これより議案第74号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。

［挙手全員］

挙手全員であります。〇議長（塩田俊一君）

よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。

〇議案第７５号 平成２２年度板倉町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

日程第13、議案第75号 平成22年度板倉町下水道事業特別会計補正予算（第２号）〇議長（塩田俊一君）

についてを議題とし、町長より提案理由の説明を求めます。

町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

。 （ ）〇町長 栗原 実君（ ） 議案第75号でございます 平成22年度板倉町下水道事業特別会計補正予算 第２号

ということでございます。

本案につきましては、既定の歳入歳出予算の一部組み替えをするものでございます。具体的に申し上げま

すと 歳入の繰入金の既定額１億5,954万円から1,657万2,000円を減額し 繰越金の既定額1,000円に1,657万、 、

2,000円の同額を追加をするものであります。これは21年度の決算額が確定をしたために組み替えをするも

のでございます。

したがって、これ以上の課長の説明もございませんが、よろしくご審議をいただきますようお願いを申し

上げます。

説明が終わりました。〇議長（塩田俊一君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

質疑を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と言う人あり］「

討論を終結いたします。〇議長（塩田俊一君）

これより議案第75号について採決いたします。

原案に賛成の方は挙手願います。

［挙手全員］

挙手全員であります。〇議長（塩田俊一君）

よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。

〇陳情第５号 全額国庫負担の「最低保障年金制度」創設を政府に求める陳情について

日程第14、陳情第５号 全額国庫負担の「最低保障年金制度」創設を政府に求める〇議長（塩田俊一君）

陳情については、産業建設生活常任委員会へ付託いたします。
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〇陳情第６号 渡良瀬遊水地のラムサール条約湿地登録に関する陳情について

日程第15、陳情第６号 渡良瀬遊水地のラムサール条約湿地登録に関する陳情につ〇議長（塩田俊一君）

いては、総務文教福祉常任委員会へ付託いたします。

〇散会の宣告

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。〇議長（塩田俊一君）

次の本会議は、明日午前９時から一般質問を行います。

本日はこれをもって散会といたします。

大変ご苦労さまでした。

散 会 （午後 １時３２分）
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